
~v民
、

sh刷
、
民
民

考

国

中

正

義

ば

し

Yう2

ニレ

d 

第
九

i
十
一
世
紀
の
後
期
サ
グ
ソ
ン
M

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
け
る
そ
の
形
成
に
於
て
大
陸
フ
ラ
ン
グ
の
場
合
に
比
し
著
し
く
後
進
性
を

示
せ
る
イ
ギ
リ
ス
封
建
的
土
地
所
有
は
、

典
型
と
し
て
1

1
多
く
の
特
に
巨
犬
な
る
宗
教
的
所
領
を
形
づ
〈
る
さ
き
ミ
き
ミ
に
於
て
・
剰
徐
価
値
ま
た
剰
徐
労
働
の
通
倒
的
形
態

を
表
わ
す
所
の
地
代
範
時
た
る
封
建
地
代
の
最
初
の
形
態
と
し
て
の
生
産
物
地
代
ぞ
随
伴
し
つ
つ
も
一
般
に
労
働
地
代
を
該
地
代
範
唱
の

一
O
六
六
年
ノ
ル
マ
シ
人
に
依
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
「
征
服
」
と
と
も
に
、
所
謂
古
典
荘
園
を

支
配
的
な
る
形
態
と
な
す
が
如
き
形
に
於
て
、

ひ
と
た
び
「
確
立
」
せ
ら
れ
た
。
而
も
、
夫
れ
は
、
そ
の
確
立
せ
ら
れ
る
や
杏
や
、
早
く

も
そ
の
裡
に
謂
う
所
の
地
代
荘
園
或
い
は
純
粋
荘
園
へ
の
移
行
の
誇
契
機
を
伍
胎
す
る
に
到
っ
た
。

t
l
lこ
う
し
た
、
イ
ギ
リ
ス
封
建
的

へ
の
発
展
傾
向
は
、
今
回
、
学
界
に
於
て
潮
く
注
目
せ
ら
れ
来
っ
て
い
る
か
の

土
地
所
有
が
比
較
的
早
期
に
示
し
た
と
こ
ろ
の
「
解
体
」

如
く
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ポ
ス
タ
ン
は
、

か
の
高
名
な
る
論
文
に
於
て
、
従
前
諸
家
に
依
り
普
く
認
め
ら
れ
た
る
、
第
十
四
・
五
世
紀
イ

ギ
リ
ス
荘
園
に
於
け
る
領
、
王
直
営
地
の

-
戸
市
汁
片
山
口
問
。
ロ
ペ

と
そ
め
必
然
的
帰
結
と
し
て
の
直
営
地
耕
作
の
収
縮
と
が
ま
さ
し
く

-3H伶

n
o
g
s
c
g己
oロ
。
士
山
σoロ
吋
日

2
4
R
2
.

ー

l
封
建
地
代
の
最
終
形
態
た
り
立
つ
は
そ
の
解
体
形
態
た
る
所
の
貨
幣
地
代
に
依
る
賦
役

hd帆
『
遺
品
、

ι帆
卓
匂

七
九



ha弘
司
事
H
Q
『
な
考

八。

の
代
納
1

1

を
伴
え
る
事
実
を
確
認
し
つ
つ
、
し
か
も
斯
か
る
勤
き
を
上
記
の
如
き
中
世
末
期
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
同
様
の
勤
き
は

既
に
夫
れ
以
前
の
諸
世
紀
に
於
で
も
賦
役
の
歴
史
上
そ
こ
に
明
確
な
る
発
展
諸
段
階
そ
劃
し
得
る
程
に
一
般
的
且
つ
広
汎
な
る
勤
き
と
し

.
B
g
oユ
丘
町
ロ
コ

03.
の
成
立
年
代
た
る
・
第
十
二
世
紀
に
措
定

そ
の
端
緒
的
段
階
を
、
現
存
す
る
最
古
の

*
 

し
得
る
こ
と
に
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
存
在
し
た
と
な
し
、

か
の
ノ
ル
マ
ン
人
に
依
る
「
征
服
」

1
1
Z
2
5
2
n
o
Zロ
g
件
以
後
第
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が

右
に
述
べ
た
る
如
き
封
建
的
土
地
所
有
の
発
展
傾
向
に
在
る
と
き
、
当
時
の
文
書
に
」
マ
ミ
寄
託
な
る
名
辞
を
伴
い
現
わ
れ
来
る
一
つ
の

農
民
的
土
地
保
有
が
如
何
な
る
経
済
史
的
意
義
を
内
包
す
る
か
を
、
柳
か
実
設
的
に
解
明
せ
ん
と
と
を
企
図
せ
る
も
の
で
あ
る
。

小
論
は
、
も
と
、

*

忌

-
g∞Z
P
1
2
5
の

V
E
g
-
c
m
q
c同円、担
σ
o
E
P
2山口町田〈同
dEshnRな
も
さ
え
忌
烏
拘
ミ
ミ

h
r芯
ミ

E
h
-
E町民、
HH-H1CC
吋仲町

ω巾
門

戸

開

曲

・

〈

包

-
M
M内
)

-

M

V

-

H

戸
、
H
M
a
w
向・

匂
叫
『
さ

hqご
ハ
白
山
口
町
向
・
」
叫
晴
、
さ
ミ
皆
同
)

の
語
根
を
な
す
廿
吋
自
は
も
と
そ
の
〉
ロ
色
。

lω
日
-O
ロ
ハ

O
E
開
ロ
包
山
田
町
中
形

I'J: 

冨
O
内
凶
巾
B
H
W
M
M
江
戸
田
『
に
於
て
は
弓
一
回
う
迄
も
な
く

P
吋
B
巾
円
白
川
崎
山
司
自

0
3
で
あ
る
が
、
そ

¥由
Q
『

S
N

の
胤
義
に
於
て
は
、
恐
ら
く
後
者
の
語
原
を

な
す
戸
町
民
o
F
M凶
昨
日
ロ
の
」
マ
き
お
が
後
に
一
般
に
中
世
一
ブ
テ
シ
語
文
書
に
於
て

.mMmw仏
間

)
a
B
S同

J

，
mu内
E
Zロ
ペ
の
意
義
に
於
て

用
い
ら
れ
た
の
と
は
凡
そ
異
な
り
、

ま
さ
に
.
同
。
。
門
戸
.
胃
0
4
2
Zロ
.
を
意
味
し
、
初
期
の
柱
園
調
査
書
(
吉
田
ロ
。
ユ
己
印
ロ
コ
ミ
白
)
に

フ
ァ
ー
ム
と
は
、
先
ず
以
て
如
上
の
ア
ン
グ
ロ
日
サ
グ
ソ
ン

於
て
屡
々
こ
の
フ
ァ
ー
ム
の
制
度
に
つ
い
て
記
述
が
な
き
れ
て
い
ろ
場
合
、

的
な
意
義
に
於
て
ー
ー
す
な
わ
ち

4
0
C仏

2
E
.
と
し
て

一
夜
の
・
或
い
は
一
週
間
の
・
文
は
二
週
間
の
フ
ァ
ー
ム
と
云
ろ
よ
ろ
に
、



元
来
一
定
期
間
領
主
の
一
交
を
扶
養
す
る
に
必
要
な
・
広
義
の
農
業
生
産
物
な
意
味
し
た
。

そ
の
好
例
は
、
い
ち
は
や
く
ヴ
ィ
ノ
グ
一
ブ
l
ド
フ
に
依
り
そ
の
古
島
〈
的
述
作
「
イ
シ
グ
ラ
ン
ド
隷
農
制
』
に
於
て
採
り
上
げ
ら
れ
二
部

そ
の
附
録
と
し
て
印
制
せ
ら
れ
た
る
、
第
十
三
世
紀
初
葉
編
纂
の
、
但
し
絶
え
ず
第
十
二
世
紀
後
半
へ
ン
リ
二
世
時
代
(
一
一
五
問
l
入
九
)

の
状
誌
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
、

一
ブ
ム
ジ
千

2
2己
完
司
(
切
門
戸
円
山
岳
冨

5
2
5・
。。一二一。ロ

冨
ω・・

河
川
富
岡
田
ミ
修
道
院
の
一
つ
の
古
い

(
2
)
 

。
巴
σ如
何
・
凶
・
)
の
一
不
す
が
如
き
フ
ァ
ー
ム
制
度
、
日
疋
れ
で
あ
る
。
汽
時
、
此
の
修
道
院
の
全
所
領
は
、
十
三
箇
の
所
領
若
し
く

(
3〉

は
所
領
群
よ
り
構
成
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
各
々
が
、
修
道
僧
た
ち
の
生
計
の
資
に
充
て
ら
る
べ
き
「
二
週
間
の
完
全
フ
ァ
ー
ム
」
(
ミ
?

言
、
『
S
R
N
R
H
5
w、s
a
b守
hrshHhNhHミ
さ
)
を
供
出
す
べ
く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
個
々
の
フ
ァ
ー
ム
の
具

体
的
内
容
は
、

た
と
え
ば
之
を
そ
の
記
述
の
最
も
詳
細
な
る

企
別
掲
マ
エ
ュ
ス
ク

P
プ
ト
第
十
九
葉
)

kr三
日
山
口
ぬ
け
O
ロ

(
す
な
わ
ち

E
Z
5
村
の
荘
園
の
負
担
に
か
か
る
夫
れ

に
つ
い
て
見
る
に
、
小
麦
粉
と
麺
組
、
麦
酒
と
蜂
蜜
、

ベ
イ
コ
シ
、

チ
ー
ズ
、

仔
羊
、

驚
鳥
、
雛

鳥
、
鶏
卵
、
パ
タ
ー
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
農
産
物
に
跨
ヮ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

而
し
て
、
斯
か
る
記
述
を
補
う
も
の
と
し
て
は
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ
と
共
に
、
彼
に
先
立
ち
、
研
究
史
上
か
の
カ
ニ
ン
ガ
ム
に
次
ぐ

イ
ギ
リ
ス
経
済
・
史
学
に
於
け
る
先
駆
的
な
通
史
の
著
者
た
る
ア
シ
ュ
リ
に
依
っ
て
も
利
用
せ
ら
れ
た
、
ロ
ン
ド
ン
の

ω戸
市
何
回
己
大
寺
院

の
諸
記
録
が
、
又
我
々
に
示
唆
す
る
所
が
大
き
い
。
即
ち
、
第
十
一
世
紀
末
に
於
て
全
体
を
通
じ
て
五
十
二
週
と
六
日
と
六
分
の
五
日
分

、
、
、
、
、
、
、

の
フ
ァ
ー
ム
が
割
当
て
ら
れ
た
、
此
の
寺
院
の
所
領
は
、
当
面
対
象
と
す
る
時
代
よ
り
少
し
く
後
の
・
第
十
三
世
紀
当
時
に
於
て
は
、
十

三
箇
の
荘
園
よ
り
成
立
ち
、
そ
れ
ら
か
ら
|
|
う
ち
一
つ
の
荘
園
か
ら
は
一

O
、
い
ま
一
つ
の
荘
園
か
ら
は
六
、
二
つ
の
荘
園
か
ら
は
各

回
、
四
つ
の
荘
園
か
ら
は
各
一
ニ
、
同
じ
く
四
つ
の
荘
園
か
ら
は
各
二
、
残
り
の
一
荘
園
か
ら
は
一
と
、
今
や
総
計
四
五
の
」
中
抽
選
号

l
i

、
、
、
、
、
、
、

さ
き
の
一
プ
ム
ジ
イ
修
道
院
領
の
場
合
同
椋
、
単
心
不
定
U
浮
動
的
な
ら
ざ
る
固
定
的
な
定
額
給
付
と
一
五
っ
た
意
味
以
上
の
、
「
一
週
間
の

h
，
マ
ミ
ね
な
比
野

λ 



同
可
弘
、
世
話
ぬ
ミ
h

考

入

食
扶
持
」
の
意
義
に
於
け
る
宮
司
自
由
|
ー
が
、
此
の
寺
院
預
の
領
主
た
る
・
多
数
の
僧
会
員

(nggろ
よ
り
成
る
僧
会
合
同
岡
田
宮
市
吋
)

に
対
し
て
一
年
間
に
納
入
せ
ら
れ
た
と
云
わ
れ
る
。

そ
の
場
ム
口
、

そ
の
一
つ
の
フ
ァ
ー
ム
は
、

一
六
グ
ォ

1
タ
の
小
麦
、

同
じ
量
の
燕

麦
、
三
ク
ォ

1
タ
の
大
麦
よ
り
成
立
ち
、
従
っ
て
セ
ン
ト
"
ポ
l
ル
の
僧
会
は
年
間
フ
ァ
ー
ム
と
し
て
総
計
七
二

O
グ
ォ

l
タ
の
小
麦
、

一
三
五
ク
ォ
l
タ
の
大
麦
を
収
納
し
た
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
量
の
燕
麦
、

而
し
て
、
凡
そ
封
建
地
代
の
最
初
の
形
態
と
し
て
の
生
産
物
地
代
を
斯
か
る
フ
ァ
ー
ム
な
る
形
に
於

τ徴
す
る
所
の
慣
行
は
、
決
し
て

右
の
如
き
宗
教
的
所
領
の
経
営
の
場
合
に
の
み
瓦
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
夫
れ
は
、

ま
た
、

王
領
の
経
営
の
場
合
に
も
日
比
ら
れ
、
恐
ら
く

一
般
に
世
俗
の
領
主
の
所
領
経
営
に
於
て
並
日
く
行
わ
れ
た
所
の
慣
行
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

主
領
に

関
し
て
言
え
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
い
っ
た
い
斯
か
る
フ
ァ
ー
ム
な
る
食
物
地
代
が
歴
史
的
に
は
「
征
服
」
以
前
の
サ
グ
ソ
シ

u
イ
シ
グ
ラ

、、

ン
ド
早
期
の
部
族
国
家

(
ω
z
s
g
g
m
g己
〉
の
段
階
に
於
け
る
前
記
町
、
誌
な
h
a
h
a」
£
(
(
前
註
(

1

)

参
照
)
)
の
転
化
形
態
を
表
わ
す

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
、
同
時
に
、
王
領
は
、

一
般
の
封
建
的
所
領
同
様
、
抑
々
早
期
の
サ
グ
ソ
ン
H

イ
ン
グ
一
フ
シ
ド
に
於
け
る
支

配
的
土
地
所
有
形
態
i
フ
ォ
ウ
グ
ラ
ン
ド
(
¥
。
守

NSδ
の
、
社
会
の
「
封
建
化
」
と
と
も
に
後
期
サ
グ
ソ
ン
H

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
於
て

〈

7
)

に
転
化
せ
る
も
の
に
淵
源
す
る
こ
と
、
を
想
え
ば
、
思
い
半
ば

封
建
的
土
地
所
有
の
端
初
形
態
と
し
て
の
ブ
ッ
グ
ラ
ン
ド
♀
2
E
S
8

に
過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
プ
ラ
ン
タ
ヂ
ニ

γ
ト
朝
初
代
の
へ
ン
リ
二
世
時
代
一
一
七
九
年
の
頃
成
れ
る
一
書
『
出
納
府
問
答
』

(匂帆
RNGhNh
偽
寄
与
an'

ミ
S
I
l
l此
の
毎
年
ミ
カ
エ
ル
祭
当
日
を
以
て
各
州
奉
行
ハ
ミ
円

3
5♂
m
Z円
高
〉
の
出
納
府

Q
2
2
宣
言
Y

開
凶

n
v
o
oロ
ぬ
吋
)

に
対
し
て
な
す
会
計
報
告
の
監
査
の
仕
方
お
よ
び
そ
の
出
納
簿
(
(
虫
宮
列
。
戸
今
日
、

ヘ
ン
リ
一
世
治
世
第
三
十
一
年
(
一
一
一
一
一
O
)
の

分
・
以
後
飛
ん
で
へ
ン
リ
二
世
治
世
第
二
年
(
一
一
五
五
)
以
降
ウ
ィ
リ
ア
ム
四
世
治
世
第
三
年
〈
一
入
三
一
)
迄
各
年
の
分
現
存
)
)
へ
の
記



入
の
仕
方
を
対
話
形
式
に
て
解
説
せ
る
当
代
の
一
大
奇
書
の
著
者
(
(
一
一
ム
ハ

0
1九
八
年
の
問
、
出
納
府
守
一
成
長
官
公
常
的
ね
え
さ
同
・
可

2
3

2
2
3
の
織
に
在
っ
た

列目。同岡田同
A
凶

町一円
N

Z日
mo-
と
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
)
)
は
、
我
々
に
、
書
中
の
人
物
〔
一
質
問
者

b
な
立
、
NhNS

(
ロ
山
田
円
目
立
巾
)
に
対
す
る
解
答
者
ミ
b
h
之
江
町
可
(
宮

Z
Z司
)
〕
の
口
を
籍
り
て
、
次
の
如
く
謹
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
-

1

『
我
等
の

父
親
だ
ち
か
ら
伝
え
聞
く
所
に
依
れ
ば
、
征
服
(
ノ
l
マ
ン
H

コ
ン
グ
ェ
ス
ト
)
以
後
の
初
期
の
王
国
の
状
態
で
は
、
諸
王
(
(
「
征
服
王
」

ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
(
一

O
六
六

i
入
七
)
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
(
一

Q
入
七
l
一一

0
0
)
の
ノ
ル
マ
ン
朝
第
一
代
な
ら
び
に
第
二
代
の
諸
王
)
)

へ
の
彼
等
の
所
領
か
ら
の
支
払
い
は
一
定
量
の
金
ま
た
は
銀
に
依
る
こ
と
な
く
、
専
ら
食
植
に
依
っ
て

(柄。
N
Q

ミ
ミ
ミ
足
首
〉
為
さ
れ
、

そ
れ
ら
(
食
糧
〉
か
ら
王
室
の
日
々
の
生
活
必
需
品
(
さ
門
主
食
芯
号
、
。
ミ

5

2也
君
芯

-22MGえ
ろ
が
調
達
せ
ら
れ
た
。
市
し
て
こ
の

こ
と
の
た
め
に
任
命
さ
れ
て
い
た
者
た
ち
は
、

〔
王
領
の
〕
個
々
の
土
地
(
荘
園
)
か
ら
幾
何
の
量
の
も
の
が
斎
ら
さ
れ
る
か
を
熟
知
し
て

〔
中
略
V

此
の
制
度
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
玉
の
時
代
全
体
を
通
じ
〔
設
の
第
一
二
子
ウ
ィ
リ
ア
ム
二
世
時
代
を
経
〕
検
の
子
(
第
四

わ
し

子
ゾ
の
へ
ン
リ
〔
一
世
〕
王
の
時
代
(
一
一

0
0
l一
一
一
五
)
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
。
そ
こ
で
、
私
自
身
、
食
糧
が
定
め
ら
れ
た
時
々
に
王
の

い
た
。

あ
ち
こ
ち
の
士
地
(
荘
園
)
か
ら
官
廷
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
を
目
撃
し
た
こ
と
の
あ
る
、
何
人
か
の
人
聞
に
〔
現
に
〕
会
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

(
向
、
旬
。
ミ
ミ
丸
町
立
さ
品
。
な
忠
言
。
師
、
む
き
さ
帆
ミ
町
内
意
向
宮
崎
町
ミ
ミ
な
た
ミ
k
v
o
江
守
号
、
時

¥
H
S
h史
的
主
主
サ
ロ
丸
町
足
立
む
さ
九
時

-Eミ帆

(
8
)
 

Hh目
「
弘
司
『
N.
誌

戸

)

。

』

た
し
か
に
、

恐
ら
く
著
者
が
王
政
庁
(
ミ
ミ

Q
3也
同
)
並
び
に
夫
れ
よ
り
財
政
的
機
能
が
分
化
し
て
成
立
て
る
出
納

府
双
方
に
於
け
る
有
力
者
で
あ
っ
た
そ
の
父
親
の
ナ
イ
ヂ
ェ
ル
よ
り
聞
い
た
と
思
わ
れ
る
・
此
の
暫
言
の
前
段
に
於
け
る
「
専
ら
食
糧
に

依
っ
て
云
々
」
の
伝
承
は
、
の
ち
に
我
々
の
見
る
如
く
、
今
日
で
は
一
般
に
そ
の
信
恵
性
宏
疑
わ
れ
て
い
る
。
然
し
乍
ら
、
右
の
謹
言
の

後
段
に
於
け
る
・
彼
の
直
接
体
験
せ
る
事
実
の
報
告
に
関
す
る
限
り
、
我
々
は
、
伎
の
号
一
口
う
所
を
疑
う
べ
き
何
等
の
根
拠
を
も
有
し
な
い

の
で
あ
る
。hd

守
護
句
、
、
な
考

λ
三



、民、2
2
、
ご
考

八
四

(
1
)
の
戸
句
史
乙
〈
山
口
O
四

Ha白血
O
同
戸
刷
、
hhhRH
町、悼む
hmw
ご
柏
町
苫
h
p
H
S
ぬ
(
。
u

内同。吋白
-
H
∞∞日
)
-
H
U
・日
()Hh

河内向日ロ同
E
F
2
5同
門
《
ゲ
河
宮
、
h
H
h
N叶昌
i

h
h
a
昌弘・

5
∞
G
I
H
H
U
U
(
。
見
。
E
w
g
u
u
)
・
℃
-HN∞
・
斯
か
る
「
食
物
地
代
」
は
、
抑
身
「
伍
服
」
以
前
サ
ク
ソ
シ
H

イ
シ
グ
ラ
ジ
ド
早
期
の
部
族

主
が
常
時
転
?
と
そ
の
居
所
止
を
移
動
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
噂
代
新
か
る
主
の
一
言
わ
ば
ぜ

2
q巳
え
山
口

gロ
ぇ
.
の
必
要
と
す
る
所
の
も
の
を
賄
う
べ
く

、、

王
の
一
行
の
滞
在
期
間
中
当
該
地
方
の
一
般
自
由
民
よ
り
徴
せ
ら
れ
た
現
物
形
態
の
租
税
(
ミ
ミ
昌
h
g
h
Q
'
E
H
)
の
、
そ
の
の
ち
後
期
サ
ク
ヅ
ジ
H

、
、
、

イ
ジ
グ
フ
ジ
ド
に
於
げ
る
「
封
建
化
」
の
進
展
と
と
も
に
拾
頭
せ
る
・
袈
俗
の
封
建
的
土
地
所
有
者
の
掌
中
に
於
て
逸
早
く
「
封
建
地
代
」

l
「
生
産

物
地
代
」
に
転
化
せ
る
所
。
も
の
で
あ
る
(
(
拙
著
『
イ
ジ
グ
ラ

y
y
封
建
制
の
形
成
』
(
昭
和
三
十
四
年
)
九
一
二
、
一
一
七
頁
参
照
)
)
。
此
の
意
味
に

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

広

イ

ル

ダ

l
e
y

於
け
る
封
建
地
代
の
最
初
め
形
磁
と
し
て
の
生
産
物
地
代
は
、
既
に
「
征
服
」
以
前
に
於
て
、
八

O
五

i
入
一

O
年
の
間
に
成
立
せ
る
・
州
太
守

9
イ

ヴ

(
ぬ
ぬ
ミ
ミ
選
応
誼
)
。
∞
司
ロ
ロ
の
キ
ヤ
シ
タ
ペ

P
の
の
}HH目的件。
F
C吋
円
げ
へ
の
土
地
の
寄
透
状
〈
n
H
H
2
Z
3
、
八
三
五
年
頃
成
立
の
・
代
官
(
官
2
H
Q
)

〉ぴ
σ回
の
遺
言
状
バ
チ
ャ
1
タ
の
一
一
穫
の

d
q
山
口
)
、
八
四
一
ニ

i
八
六
三
年
の
間
に
成
立
せ
る
-
H
L
H
同
信
の
前
記
ク
ラ
イ
ス
ト
H

チ
ャ
ー
チ
に
対
す
る
寄

進
状
、
ほ
ぽ
同
じ
噴
成
交
の
・
肘

EFσ
ロ
お
並
び
に
そ
の
一
族
何
回
仏
唱
g

E

の
同
じ
く
ク
ラ
イ
子
r
n
チ
ャ
ー
チ
に
対
す
る
寄
進
状
、
又
ほ
ほ
同

じ
頃
入
問
凹
|
入
六
四
年
の
聞
に
成
立
せ
る
・
肘
回
目

Euロ
品
(
お
そ
ら
く
前
出
の
者
と
同
一
人
)
の
キ
ヤ
ジ
タ
ベ

P
の
自
・
〉
区
間
口
切
片
山
ロ
修
道
院
に

、
、
、
、
、

対
す
る
寄
進
状
等
、
第
九
世
紀
の
ア
ジ
グ
ロ
H

サ
ク
ソ
シ
請
の
諸
文
書
に
見
え
て
い
る

((MUNG
之
町
草
h
h
r
h
同
な
吉
之
E
H
N
V
A之
さ
語
、
苫
ご
ミ

尋
馬
記
言
H
b
q
送
、
円
。
ミ
b
h
G
ミ
忠
之
、
M

・
E
-
H
Y
P
・
肘
・
出
向
自
己
(
の
同
HHHげ
吋
広
m
p
H
U
H
6
・

ZD-
一
-
F
-
4・
4・
1
・
)
)
。
し
か
も
、
斯

、
、
、
、
、

か
る
食
物
地
代
は
、
第
十
世
紀
の
ア
ジ
グ
ロ
日
サ
ク
ヅ
ジ
諸
の
諸
文
書
に
於
て
は
、
既
に
、
た
と
え
ば
、
九
五
入
年
成
立
の

-
h
F巳

4
1品
の
遺

言
状
に
於
け
る
「
毎
年
一
日
の
フ
ァ
ー
ム
」

(
S
N
E
h
s
z
令
ミ
弘
s
h
¥問
。
『
器
、
)
、
九
六
六
!
九
七
五
年
の
聞
に
成
立
せ
る
・
主
族
泊
目
片
岡
山
J

E

の
捷
一
一
一
一
口
状
に
於
け
る
「
毎
年
一
一
日
の
フ
ァ
ー
ム
」

(
a
t
s
h忌
ミ

H
R
d
札

6
h
L「
ぬ
ミ
S
Q
S
、
同
様
九
七
一
一
丁
九
八
七
年
の
慌
に
成
立
せ
る
・

切
巴
宮
ユ
口
と
そ
の
妻

h
R
2
2
F
両
人
の
遺
言
状
に
於
け
る
「
毎
年
:
:
・
・
二
日
の
フ
ァ
ー
ム
」

(
s
h
s
h
G
Q
E
j
H
号
、
句
、
R
A
P崎
町
、
。
也
、
選
、
)

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
ご
と
〈
、
一
定
期
間
(
打
数
)
を
以
て
規
定
さ
る
る
表
現
形
式
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
(
(
込
昌
也
?
め
Q
H。苫

h
b
q
ミ
ミ
F

E

・
〉
・
凶
・
河
0
1

宮片付目
c
p
古
田
虫
可
広

m
P
3
5
・
Z
0
・
凶
員
四
ご
み
誌
な
j
N
W

白
き
お
事
、

sh・
a-ロ
・
ヨ

E
E
o
n
w
行
自
国
宵
広
岡
0・
s
g
)
-
Z
0・
4
Z
F
U

ミ
F
Z。
・
巴
・
)
)
。

l
i尤
も
、
ア
ジ
グ
ロ

n
サ
ク
ソ
シ
の
」
「

2
3
と
是
れ
に
対
応
す
る
守

sa
両
名
辞
の
問
に
は
言
語
笠
宮
指
摘
す
る
如
く

、
、
、
、
、
、
、
、

も
と
も
と
歴
民
的
に
密
接
な
る
関
係
が
あ
り
、
従
勺
て
、
フ
ァ
ー
ム
ば
、
本
文
に
述
べ
た
る
が
ご
と
き
意
義
を
共
有
す
る
と
と
も
に
、
夙
に
、
ま
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

後
述
す
ろ
如
き
「
慣
習
的
に
一
定
例
叶
に
国
定
仕
る
地
代
」

(
b
H
E
吋
3
ご
な
る
意
義
を
も
有
し
た
こ
と
は
、
注
意
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
・

。
・
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・
口
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h
-
N
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、
町
、
達
員
三
叫
考

食
物
地
代
は
き
わ
め
て
屡
々
貨
幣
地
代
算
出
の
基
礎
H

前
提
を
な
す
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
事
実
を
看
過
す
る
こ
と
も
許
さ
れ

入
ノ、

:
、
。

ヂ
ん

l
v

ラ
ム
ジ
イ
修
道
院
領
の
前
記
エ
ル
タ
ン
村
の
荘
園
に
於
け
る
「
二
週
間
の
フ
ァ
ー
ム
」

は
、
夫
れ
を
構
成
せ
る
各
種
の
農
産
物
の
価
格
が
夫
々
片
を
以
て
表
わ
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
か
の
『
出
納
府
問
答
』

か
く
て

前
節
に
於
て
我
々
の
見
た

(九
S
H
h
N
司
令
窃
)

の
既
引
の
筒
市
に
つ
づ
く
部
分
に
拠
れ
ば
、
当
時
ノ
ル
マ
シ
朝
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
・
同
二
世
諸
王
の
時
代
前
述
の
如
く
定
期
的
に
王
の

各
地
の
荘
園
よ
り
主
の
宮
廷
に
搬
入
、
せ
ら
れ
た
食
糧
は
、

た
と
え
ば
、
百
人
分
の
麺
数
を
焼
く
に
十
分
な
だ
け
の
小
麦
の
量

(
s
s
h
sさ

Y
H
7
y
r
 

目

w
O
ミ
E
Sろ
が
壱
志
(
柄
。
N

注目
hh〉、

』
守
宮
内
ミ
む
に
る
が
お
な
じ
く
壱
志
、

〔
食
肉
用
に
〕
太
ら
せ
た
牡
牛
の
胴
体
(
町
。
ミ
ミ
ぬ
ぎ
H
h
h
M

一
匹
の
堆
羊

(
E
S
)
又
は
一
匹
の
雌
羊
(

C

5

)

日
目
へ
ん
馬
一
一
十
頭
分
の
糧
珠
(
マ
ミ
誌
を
H
H
-

と
云
う
よ
う
に
、
夫
々
の
物
資
の
量
目
が
一
定
の
貨
幣
価
値
を
以
て
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

崎町叫町民同町内叫司、帆同一札一円リ帆ぬ弘、むお
h
M
M
柏町・

2
5遣
さ
)
が
お
な
じ
く
四
片
、

の
み
な
ら
ず
、

か
の
中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
代
表
的
な
年
代
記
作
者
冨
旦
神
宮
市
当
百
三
田

(
2
5
c
o
t
s
)
の
『
歴
代
僧
院
長
事
蹟
志
』

(
C
S
E
A
Sミ
ミ
ミ
)
に
拠
れ
ば
、

セ
ン
ト

n
オ

i
ル
パ
シ
ズ

ω
?

と
す
ロ
∞
修
道
院
の
所
領
に
於
て
も
第
十
二
世
紀
前
半
僧
院
長
ヂ
L

フ
リ
の
め

ORgM刊
の
時
代
(
一
一
一
九
l
四
六
)
以
来
マ
ッ
シ
ュ
ウ
日
パ
リ
ス
在
世
当
時
の
第
十
三
世
紀
に
於
て
、

そ
こ
に
明
ら
か
に
ラ
ム

そ
の
場
合
、

ジ
イ
修
道
院
領
或
い
は
セ
ン
ト

u
ポ

1
ル
修
道
院
領
に
見
ら
れ
た
と
同
様
の
組
立
て
に
お
け
る
」
守
S
S
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
フ
ァ
ー
ム
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
、
最
早
金
納
化
公
O
B
B三
ろ
せ
ら
れ
て
い
て
、
修
道
僧
た
ち
の
食
糧
品
保
管
係

一
週
参
拾
志
と
い
ま
一
定
金
額
に
凶
定

(ggo-Eえ
巾
)
せ
る
・
貨
幣
形
態
に
於
け
る
フ
ァ
ー
ム
の
う
ち
、

の
手
許
に
収
め
ら
る
る
、

参
志
が
「
ロ
ン
ド
ン
そ
の
他
か
ら
我
々
の
(
修
道
僧
た
ち
の
)
食
糧
佐
運
び
来
る
義
務
を
有
す
る
」
九
人
の
運
送
人
た
ち
(
話
再
営
実

S

購
入
の
資
金
と
し
て
〕
役
立
て
ら
れ
る
、

へ
の
報
酬
に
充
て
ら
れ
、
残
像
の
参
拾
志
、
が
「
我
々
の
(
修
道
僧
た
ち
の
)
食
物
の
た
め
に
」

と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
な
お
、

(
H
V
『
。

Nvh
円
宮
司
N
G
M
H『
G
V

〔!
l
l
こ
れ
が

ベ
リ
H

セ
ン
ト
“
ェ
ド
マ
シ
ヅ

切
戸
同
吋



ω
F
F凶

E
C
H
M
r
修
近
院
に
関
す
る
、
大
体
第
十
一
世
紀
中
に
書
か
れ
た
所
の
種
々
の
覚
え
書
の
類
を
編
纂
せ
る
一
つ
の
記
述
史
料
は
、

此
の
記
録
中
の
、

ま
た
我
々
に
一
般
的
に
「
板
服
」
以
後
の
時
代
に
於
け
る
食
物
地
代
の
金
制
化
の
趨
勢
を
暗
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、

「
征
服
」
置
前
1
1
0
一
O
四
四

i
六
五
年
の
聞
に
右
修
道
院
の
院
長
職
に

F
g片
田
仲
間
口
が
在
っ
た
期
間
に
成
れ
る
部

分
と
考
え
ら
れ
る
、
右
の
人
物
が
山
て
く
る
部
分
に
拠
る
と

此
の
修
道
院
の
経
済
も
亦
、
例
え
ば
そ
の
所
領
の
一
部
そ
な
す

Z巾
A

巧
l

件
。
ロ
村
の
荘
園
に
於
け
る
、

1

1
四
ブ

γ
シ
ェ
ル
の
麦
芽
・
-
一

2
プ
γ
シ
ェ
ル
の
小
麦
・
屠
殺
用
の
牡
牛
一
頭
・
五
匹
の
羊
・
ベ
イ
コ
ン

の
片
側
二
十
二
枚
・
千
三
百
塊
の
麺
弛
・
チ
ー
ズ
十
本
と
云
う
が
ご
と
き
、

一
般
に
食
物
地
代
の
給
付
に
主
と
し
て
依
存
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
が
、
此
の
記
録
中
の
、
前
記
レ
オ
ブ
ス
タ
ン
の
後
継
者
∞
知
広
場
山
口
の
在
職
期
間
〈
一

O
六
五
|
九
七
/
八

)
l
l
「
征
服
L

置
後
の
時
期
に
成
れ
る
部
分
と
考
え
ら
れ
る
、
右
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
な
る
人
物
が
出
て
く
る
部
分
に
な
る
と
、
一
般
に
食
物
地
代
は
影

を
ひ
そ
め
て
、
例
え
ば
此
の
修
道
院
の
所
領
の
一
部
を
な
す
円
白

n
E。
吋
色
村
に
在
る
二
つ
の
製
粉
場
ハ
さ
い
可
目
黒
h
a」
£
)

き
地
代
は
、
ー
ー
ー
そ
の
一
つ
か
ら
は
半
研
(
玄
ミ
ミ
ミ
)
、

の
給
付
す
べ

い
ま
一
つ
の
夫
れ
か
ら
は
拾
弐
オ

1

守
る
〔

1百
九
拾
弐
片
即
ち
拾

六
志
〕
と
云
っ
た
よ
う
に
、
今
や
一
般
に
貨
幣
形
態
に
於
て
表
わ
さ
れ
る
上
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
か
〈
て
、
ダ
グ
ラ

ス
と
と
も
に
、
此
の
第
十
一
世
紀
の
後
半
の
時
代
、
此
の
当
代
有
数
の
修
道
院
の
所
領
に
於
て
は
、
従
前
の
食
物
地
代
の
大
部
分
ぽ
恐
ら

く
貨
幣
地
代
に
置
き
換
え
ら
る
る
に
到
っ
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
斯
く
フ
ァ
ー
ム
が
今
や
多
く
の
場
合
そ
の
一
定
期
間
封
建
領
主
の
家
族
を
扶
達
す
る
に
必
要
な
る
食
扶
持
1

食
物
地
代
な
る
初

期
的
規
定
性
そ
閑
却
し
貨
幣
形
態
に
於
げ
る
封
建
的
固
定
地
代
な
る
形
態
宣
整
え
き
た
る
と
共
に
、

5

一A
に
明
確
な
る
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ

暗
唱
悼
む
可
制

N
h
M

る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
斯
か
る
フ
ァ
ー
ム
納
入
を
条
件
と
し
て
他
人
の
所
領
|
荘
閣
の
管
理
経
営
に
当
る
所
の
付
抹
な
人
間

!
l
i
h
?

ま
さ
し
く
ニ
一

で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
L
司
『
ミ
h
H

と
は
、

2
3
5ミ
考

久
七



ヨ
ミ
ミ
&
考

八
八

納
め
る
者
に
そ
の
管
理
経
営
の
委
ね
ら
れ
て
い
る
特
定
の
土
地
・
権
利
夫
れ
自
体
を
も
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、

一
O
六
六
年
の
「
征
臓
」
以
後
、
封
建
領
主
は
、
彼
の
荘
園
を
、

d
c
σ
l
z
h
g仏
国
仲
間
。
ロ
.
を
通
じ
て
、

一
人
の

-
]
市
内
山
口
色
白
山

由
民

σ1
芯

E
E
に
授
与
す
る
乙
と
も
可
能
で
あ
れ
ば
、
之
を
斯
く
「
再
下
封
」
せ
ず
に
多
か
れ
少
か
れ
直
接
に
経
営
し
、
依
の
荘
司
(
電
子

~
同
町
H
h
M
W

・
冨
皆
同
一
)
を
介
し
て
彼
自
身
の
利
益
の
た
め
に
直
営
地
を
耕
作
す
る
と
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、

又
伎
の
荘
園
を
「
フ
ァ
ー
ム

に
出
す
」

(
b
n
四
、
可
S

h

H

ミ

kvg。)
〔
日
リ
ザ
ロ
片
件
。

(
m
d
Eコ
ロ
.
〕
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
荘
園
を
一
定
の
地
代
(
貨
幣
地
代
〉
と

の
引
替
え
に
一
人
の
、
ミ
ミ
ミ
ミ
切
に
貸
出
す
(
・

-z。
E
.
R
.
-
g∞0.)
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
封
建
法
の
法

浬
よ
り
す
れ
ば
、
重
要
な
る
区
別
は
、
ま
さ
に
右
の
三
つ
の
方
式
の
う
ち
、
第
一
の
方
式
と
、
第
二
・
第
三
の
方
式
と
の
間
に
存
し
た
。

と
云
う
の
は
、

い
ま
、
或
る
領
主
が
或
る
荘
園
を
「
再
下
封
」

し
た
と
き
は
、

彼
は
最
早
そ
の
直
接
の
領
主
(
円

b
E
a
E
号
ミ
芯
富
)

た
る
こ
と
を
止
め
た
の
で
あ
る
が
、

に
貸
出
し
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
依
然
そ
の
荘
園
の
領
主
た

そ
の
荘
園
は
、
夫
れ
が
彼
自
身
の
利
益
の
た
め
に
彼
の
荘
司
に
依
っ
て
直
接
に
経
営
さ
れ
る
場
合
と
殆
ど

若
し
も
彼
が
夫
れ
を
或
る
¥
守
ミ
雪
宮
崎

る
地
位
に
在
っ
た
の
で
あ
り
、

変
り
な
く
、
伎
の
直
轄
荘
園

(仏

m
g
gロ
0
5
8
0吋
)
の
一
つ
と
し
て
引
続
き
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
飽
く
ま
で
法
制
史

家
な
ら
ざ
る
経
済
史
の
学
徒
と
し
て
の
我
々
の
立
場
よ
り
、
当
時
の
農
民
の
一
般
に
彼
等
の
上
級
者
に
対
す
る
日
常
的
な
社
会
的
経
済
的

関
係
に
即
し
て
事
態
を
考
察
す
る
と
き
に
は
、
さ
き
の
所
領
経
営
の
第
二
の
方
式
と
第
一
一
一
の
夫
れ
と
の
聞
に
存
ず
る
区
別
乙
そ
、

む
し
ろ

重
視
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
げ
だ
し
、
領
主
が
彼
自
身
の
直
営
地
を
耕
作
し
た
場
合
に
は
、
技
法
農
民
並
じ
に
彼
等
の
仕
事
に
対

し
て
直
接
受
渉
そ
持
つ
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
り
、
之
に
反
し
て
そ
の
荘
園
が
フ
ァ
ー
ム
に
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、

が
農
民
と
彼
等
の
領
主
と
の
聞
に
介
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

当
該
」
々
さ
hqh拍車
h

か
く
て
、
飽
く
ま
℃
経
済
的
な
分
析
視
角
よ
り
す
る
限
り
、
所
認
の
直
接
経
営
に
伴
い
、
利
益
と
損
失
と
の
砕
し
与
が
二
つ
な
が
ら
領
主



の
掌
中
に
存
す
る
、
「
宜
営
地
耕
作
」

2
0
5
2
5
F円
B
山口側)

の
シ
ス
テ
ム
と
、
領
主
が
一
定
額
の
地
代
〈
貨
幣
地
代
)
を
収
得
す
る

の
に
対
し
て
、
借
地
権

Q
E由。
)
l
l多
く
の
場
合
、
終
身
借
地
権

(-g宮
町
C
円

E
O
)
1
1に
基
き
当
該
雇
営
地
を
保
有
す
る
所
の

に
斯
か
る
利
益
な
ら
び
に
損
失
の
機
会
が
最
早
移
行
し
て
了
っ
て
い
る
、

」同司暗唱悼む之宮

「
荘
園
貸
付

L
2
2
g
z
m
1
0
5
え

5
2
C門

的

)

の
シ
ス
テ
ム
と
の
聞
に
、
我
々
は
、
凡
そ
、
根
本
的
な
対
照
関
係
を
認
め
ざ
る
そ
得
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
後
者
の
「
荘
間
貸
付
」
制

の
場
合
、

一
方
貸
手
た
る
領
主
に
と
っ
て
は
、
夫
れ
は
、
彼
を
管
理
に
伴
う
種
々
の
心
労
事
よ
り
解
放
し
、
常
に
そ
の
土
地
財
産
の
価
値

を
下
起
り
・
と
り
わ
け
農
業
利
潤
の
上
昇
〔
H
穀
物
価
格
の
昂
騰
〕
期
に
於
て
は
不
利
益
な
が
ら
、

な
お
予
め
計
測
可
能
な
且
つ
徴
収
の

容
易
な
る
所
の
、
確
実
に
し
て
安
定
せ
る
収
入
を
彼
に
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
他
方
借
手
た
る
」
叫
可
喝
さ
之
宮

に
と
っ
て
は
、
夫

れ
は
、
伎
が
い
ま
領
主
の
怒
意
に
ほ
り
不
断
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
な
き
慣
習
的
に
固
定
せ
る
フ
ァ
ー
ム
を

L

足
期
に
支
払
う
義
務
を
履
行
す

る
限
り
に
於
て
、
当
該
荘
聞
の
隷
属
農
民
と
の
関
係
に
於
て
は
伎
に
宛
か
も
領
主
の
如
き
地
位
{
|
|
言
わ
ば
き

g
Qき
え
き
さ
言
語

を
保
謹
し
、
以
て
彼
等
農
民
の
剰
徐
労
働
の
一
般
的
通
例
的
形
態
を
表
わ
す
所
の
本
来
的
封
建
地
代
を
直
接
収
取
す
る
権
利
を
確
保
せ
し

め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
若
し
も
伎
の
挙
げ
得
た
る
地
代
収
入
が
初
め
に
そ
の
韻
主
に
対
し
て
支
払
う
べ
く
約
し

た
る
所
の
金
額
を
上
廻
る
ー
ー
ー
事
実
は
屡
々
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
!
ー
ー
と
き
に
は
彼
は
利
益
を
挙
げ
、

又
若
し
彼
の
地
代
所
得
が

領
主
に
約
せ
る
フ
ァ
ー
ム
額
を
下
廻
る
と
き
は
彼
は
損
失
を
蒙
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
こ
と
に
関
聯
し
て
、
当
時
の
「
荘
園
貸
付
」
制
が
屡
々
い
わ
ゆ
る
バ
宮
内
向

s
z
m
l
o
E
O同
5
8。
2
。ロ

a
s
w
l

出
口
千
四
釦
ロ
円
回
目
巾
凶
器
印
.
な
る
形
態
を
と
れ
る
こ
と
、
即
ち
、
夫
れ
が
屡
々
単
な
る
土
地
の

-gm巾
に
非
ず
し
て
、
当
時
の
文
書
に
一
般
に

V
き
え
き
さ
ミ
ミ
言
《
と
し
て
現
わ
れ
る
、
土
地
を
働
か
す
に
必
要
な
諸
々
の
ス
ト
ッ
グ

l
l翠
耕

S
Fロ
mvzm)
用
の
牡
午
、

杷
幸町ー

(
V
R
2
1
D
m
)
用
の
馬
の
ほ
か
、
そ
の
緋
世
物
が
き
た
肥
料
と
し
て
役
立
つ
牝
牛
・
羊
、
そ
の
他
開
・
山
羊
等
の
一
般
に
一
内
謂

.H-401

h
，
叫
『
H
a
h
H
『
h
h

号

久
丸



、
町
、
送
局
ミ
h

考

九。

回
同

onw.
或
い
は
諸
種
の
穀
物
の
種
子
と
云
っ
た
「
経
営
資
本
」
を
附
加
せ
る
形
態
に
於
け
る
土
地
の
目

g
z
に
基
く
所
の
「
荘
園
貸
付
」

《

村

山

)

制
と
し
て
現
象
せ
る
こ
と
が
、
表
に
注
員
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
の
場
合
、
荘
園
領
主
は
自
己
の
荘
園
を
』
『
ミ
号
室
何

に
貸
出
す
に
当
っ
て
、
上
記
の
如
き
諸
種
の
「
経
営
資
本
」
を
も
併
せ
て
之
を
提
供
し
、
而
し
て
そ
れ
ら
は
そ
の
「
荘
園
貸
付
」
契
約
の

期
限
満
了
時
に
於
て
貸
手
た
る
彼
に
復
帰
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
で
あ
ヮ
て
、
斯
く
し
て
果
し
て
よ
く
そ
れ
ら
の
「
経
営
資
本
」
が
も
と

貸
出
さ
れ
た
る
当
初
の
状
態
の
侭
に
減
損
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
返
還
せ
ら
る
べ
き
や
は
、
常
に
彼
れ
領
主
た
る
も
の
の
関
心
の
存
す
る
所

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
斯
か
る
「
荘
園
貸
付
」
制
に
あ
っ
て
は
、
領
主
た
る
も
の
は
、
今
日
普
通

-
z
g
o
F
O
E
-

の
語
の
鼎
想
が
我
々
に
暗
示
す
る
よ
り
も
よ
り
以
上
に
深
い
関
係
を
、
由
民
耕
の
仕
事
に
対
し
て
有
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
点
は
、
飽
く
ま

で
留
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
下
、
我
々
ば
、

「
征
服
」
以
後
第
十
二
世
紀
の
頃
に
か
け
て
現
わ
れ
た
る
、
右
に
そ
の
一
般
的
性
格
を
約
説
せ
る
如
き
、

一
定
額
の

地
代
(
賃
融
市
地
代

)
1
・
守
ミ
h
H

納
入
を
条
件
に

に
対
し
当
該
荘
園
の
管
理
経
営
を
委
ね
る
所
の
、
い
わ
ゆ
る
「
荘
閏
貸

そ
の
坊
合
、
先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
「
征
服
し
以
後
二
十
年
!
一

O
八

六
年
に
「
征
服
玉
」
ウ
ィ
リ
ア
ム
一
世
の
行
え
る
・
同
時
代
の
大
陸
諸
民
に
比
類
無
き
全
国
的
知
棋
の
一
大
調
査
ロ
0
5
2仏
若
∞
5
4
3
・

」司『時おお晴、叫

Na

付
」
制
の
具
体
的
事
例
を
、
少
し
く
見
て
み
よ
う
と
思
う
が
、

の
結
果
を
集
輯
せ
る
所
の

U
O
B
g向
田
昌
∞
g
w
に
反
映
せ
る
諸
史
実
で
あ
る
。

筆
者
辻
、
さ
き
に
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
H

プ
ッ
グ
」
に
於
て
吋
ミ
ミ
河
町
内
か
な
る
名
辞
を
以
て
現
わ
れ
る
・
当
時
千
四
百
二
十
二
の

ミ

gミ
き
ミ
よ
り
成
れ
る
王
領
の
管
理
日
経
営
機
構
を
具
き
に
分
析
し
た
る
際
、
夫
れ
が
多
く
の
場
合
上
述
の
「
荘
園
貸
付
」
制
、

!
i

特
に
そ
の
」
マ
ミ
ミ
皆
同
が
か
の
川

(
g
c
E己
の
州
奉
行
〈
凹
『
巾
ユ
司
〉
で
あ
る
如
き
「
荘
園
貸
付
」
制
を
採
れ
る
事
実
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
一
仰
い
ま

ν
ナ

1
ド
の
調
査
に
従
え
ば
、
ヨ
時
の
王
一
績
に
於
て
ほ
、
瞭
ら
か
に
ミ
守
喝
さ
ミ
の
状
態
に
置
か
れ
で
あ
る
も
の



と
し
て
一
記
述
さ
れ
て
い
る
、

王
の
直
轄
荘
園
は
、

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
日
サ
l
ヴ
ェ
イ
」

の
対
象
と
な
れ
る
三
十
四
川
の
う
ち
、

実
に

4
4「
O

円円何回
icw同
田
町
山
門
司
・

〈
判

m
u

ロ
2
0ロ
の
諸
州
に
於
て
は
、
す
べ
て
の
或
い
は
殆
ど
す
べ
て
の
主
領
荘
園
が
、
斯
か
る
も
の
と
し
て
記
述
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
十
五
州
に
於
て
見
出
さ
れ

而
も
こ
れ
ら
二
十
五
州
の
う
ち
若
干
の
州

i
l例
え
ば

E
H
n
w
E
m
z
g
m
E
5・

併
し
乍
ら
、

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
日
ブ
ッ
グ
」
に
於
て
い
ま
斯
か
る
「
荘
園
貸
付
」
制
の
認
め
ら
れ
る
の
は
、
決
し
て
右
の
王
領
の
場

ム
口
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
お
な
じ
く
レ
ナ

1
ド
の
調
査
に
拠
れ
ば
、

主
領
の
場
合
に
於
げ
る
ほ
ど
し
か
く
全
国
的
に
普
遍
的
な
現
象

と
は
一
一
一
一
目
い
得
な
い
ま
で
も
、
な
お

2
0止。
F
・∞口町吋。
]
W

・
開

問

的

O
M

ま
た

ω
H
M
g
u
m
E
2・
∞
百
円

a-
∞
ロ
印
由
民
の
諸
州
に
於
て
、
主
領

以
外
の
封
建
的
保
有
地
に
此
の
シ
ス
テ
ム
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
が
比
較
的
多
数
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

特
に
出
回
目
℃
岳
山
円
相
"
同
開
1

早
の
両
州
に
於
て
は
、
そ
こ
に
、
主
領
以
外
の
封
建
的
保
有
地
に
於
け
る
「
荘
園
貸
付
一
の
事
例
が
並
は
ず
れ
て
許
多
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
而
し
て
、
斯
か
る
王
以
外
の
封
建
的
土
地
保
有
者
中
、
直
接
当
代
の
土
地
法
上
の
唯
一
の
所
有
者
た
る
「
王
よ
り
保
有
を
許
さ
れ

て
」
(
九
時
号
さ
な
な
旬
開
ぬ
る
土
地
を
保
有
す
る
土
地
保
有
者
、
換
言
す
れ
ば
、
期
か
る
者
よ
り
更
に
，

E
V
E
p
c
a
E
Zロ
.
に
依
う
て

逐
次
土
地
を
保
有
す
る
所
の
一
般
に
王
の
間
接
受
封
者
|
|
い
わ
ゆ
る
》
認
を
S
S
H
E《
に
対
す
る
王
の
直
接
受
封
者
|
|
』
い
わ
ゆ
る

》
き
ミ
ミ
宮
古

S
攻
守
《
の
土
地
に
つ
い
て
見
る
に
、
二
十
八
人
の
宗
教
的
領
主
(
(
一
諸
侯

(
σ
2
0ロ
)
九
況
の
大
司
教
・
司
教
・
修
道
院
長

と
の
土
地
に
於
て
、

、ー
と
カ三
出
来
る
の
で
あハそ
る日こ

我
々
Lま

四
十
七
人
の
一
般
世
俗
の
領
k((
主
と
し
て
諸
侯
、
一
部
は
王
側
近
の
小
身
の
奉
仕
者
(
出
口
m.
目白

2
M
3
2
2
1認可
S.SHE)))

一
定
額
の
地
代
ハ
貨
幣
地
代
〉
と
の
引
替
え
に
そ
の
荘
園
が
貸
出
さ
れ
て
い
る
事
例
を
認
め
る

等))と、
斯
か
る
「
荘
園
貸
付
」
制
の
、

、、

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
u
サ
l
ヴ
ェ
イ
」
当
時
以
後
に
於
け
る
事
例
と
し
て
は
、
我
々
は
、
最
近
の
イ
ギ

リ
ス
学
界
に
於
け
る
新
し
き
「
地
方
史
」
研
究
の
動
向
を
代
表
せ
る
フ
ィ
シ
パ

l
グ
が
そ
の
近
著
の
タ
ヴ
ィ
ス
ト
ッ
ク
、
吋

2
2
z
n
w
修

吋
守
道
民
『
叫
叫
考

九



、
な
さ
句
、
同
帆
考

九

道
院
領
を
中
心
と
し
た
デ
ヴ
ン
川
の
社
会
経
済
史
的
研
究
に
引
用
し
て
い

d
v
一
つ
の
チ
ャ

l
タ
に
現
わ
れ
た
夫
れ
を
、
そ
の
代
表
的
な

も
の
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
を
得
ょ
う
。
該
チ
ャ

l
タ
は
、
も
と
、
『
英
国
史
学
評
論
』
誌
上
(
(
阿
川
正
之
な

MMhな
芯
之
内
ミ
勾
き
た
Nt
・
〈
c--

F
M
H
H
(
]
志
向
吋
)
・

Z
。・

N
品

AF--uu・
ω
m
N
l
ω
1・
)
)
に
彼
自
身
の
手
に
依
り

=ω
。
自
白
明
白
吋
守
叶
同
己
主

o
n
w
n
v
R
Z
Z
:
と
し
て
印
刷
・

紹
介
さ
れ
た
も
の
の
一
に
属
し
、

一
一
五
五

i
六
O
年
の
間
に
成
立
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
デ
ヴ
ン
州
に
あ
っ
た
此
の
有
名
な
修
道

院
の
長
。
。
。
均
宮
司
、
が
、

さ
き
に
彼
が
西
隣
ハ

UOEdg--
州
に
同
修
道
院
の
領
せ
る
諸
荘
園
を
同
修
道
院
直
属
の
騎
士
肘
『
5
2
m
w
E

に
田
口
ず
1

吉
常
ロ
ハ
U
Z
し
た
る
際
そ
の
所
有
権
を
留
保
せ
る
所
の

k
r
z
o
a
-
2・
τ
v
p
m仙

}H04Fen-
内
な
る
、

三
つ
の
教
会
め
土
地
を
、

】

V
E
V
R芝
居
の
助
祭
(
忌
む
き
さ
車
両
〉
の

K
F

足
早
4

『
と
い
え
る
者
に
、
そ
の
管
理
経
営
の
権
利
の
存
す
る
所
の
土
地
即
ち
に
守
ミ
む
と
し

て
委
ね
る
旨
を
書
き
認
め
て
い
る
チ
ャ

l
タ
(
特
権
譲
渡
状
)
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、

」
司
ミ
お
お
立
言
だ
る
助
祭
の
ア
ン
ド
ゥ
ル
ウ
は
、

彼
が
死
す
る
迄
、
或
い
は
l
l
l法
的
に
は
同
じ
事
で
あ
る
が

l
l伎
が
隠
退
し
て
修
道
院
入
り
を
す
る
と
き
ま
で
、
此
の
一
二
つ
の
教
会
の

キ
ヤ
ン
ド
ワ
ル
マ
ス

そ
の
代
り
に
毎
年
二
月
二
日
の
聖
燭
節
と
六
月
二
十
一
日
の
夏
至
の
日
と
八
月
三
十
日
の

2
・
初
日
ロ
。
ロ
祭
当
日

土
地
を
保
有
し
、

と
三
回
に
分
っ
て
円
分
割
払
の
形
式
で
〕
計
参
拾
志
を
タ
ヴ
ィ
ス
ト
ッ
グ
修
道
院
に
支
払
う
べ
き
旨
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
際
、
我
々
の
注
意
す
べ
き
は
、

ア
ン
ド
ゥ
ル
ウ
が
同
時
に
、
司
教
(
(
デ
ヴ
シ
・
コ

l
ン
ワ
ル
両
州
を
管
轄
す
る
の

z
a
g口

、
『
ミ
ミ
皆
同
と
し
て
将
来
こ
れ
ら
三
つ
の
教
会
の
土
地
財
産
を
忠
実
に
管
理
す
べ
き
旨
の
誓
約

づ

7
tム
ヲ

ウ
L

を
な
さ
し
め
ら
れ
て
い
る
点
で
、
こ
の
こ
と
は
、
前
述
せ
る
如
く
、
当
時
一
般
に
自
己
の
土
地
を
貸
出
せ
る
者
が
そ
の
後
も
依
然
そ

の
土
地
の
領
主
た
る
者
と
し
て
そ
の
管
理
が
如
何
に
行
わ
る
る
か
に
多
大
の
関
心
を
示
し
た
る
事
実
を
、
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

の
司
教
)
)
の
面
前
に
於
て

(
ロ
白
司
O
ロ
)

市
し
て
、
お
な
じ
く
第
十
二
世
紀
に
於
け
る

る
、
先
年
ウ
ォ
ヮ
ト
キ
ン
ロ
。
B

K

F

・
4
q
E
E
D
に
依
る
発
見
以
来
今
な
お
未
刊
の
・
グ
ラ
ス
タ
ン
ベ
リ

「
荘
園
貸
付
」
制
に
つ
い
て
は
、

我
々
は
又
、

レ
ナ

l
ド
に
依
っ
℃
引
用
せ
ら
れ
て
い

の-回目件。ロ
σ口同可

修
道
院
領



関
係
の
一
文
書
ー
ー
か
の
へ
ン
リ
一
世
残
後
の
ノ
ル
マ
ン
朝
末
期
内
乱
時
代
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
王
ス
テ
ィ

l
ヴ
ン
(
一
一
一
二
五
!
五
四
)
の

末
弟
た
る
・
巧
古
島

g
g同
の
司
教
に
し
て
当
修
道
院
長
を
兼
ね
た
る
プ
ロ
ワ
家
の
ヘ
ン
リ
(
出

g弓
丘
盟
O
山
田
)
の
死
(
一
一
七
一
)

後
に
当
修
道
院
聖
歌
隊
の
先
唱
者
(
守
号
n
S
H
O
ろ
出
口

Z
Z
の
手
に
依
り
編
纂
さ
れ
し
荘
園
訊
問
(
調
査
〉
書
》

LZ怠
な
た
な
同
と
守
宅
i

同
帆
《
(

J

門同日ロ円件、可。
c
z
m
m
p
の
由
自
耳
目
仏
関
開
・
区
ω
-
H
F
ω
・
ωω
・
)
1ー
ー
に
拠
っ
て
、

ヘ
ン
リ
一
世
時
代
に
於
て
そ
の
三
十
三
箇
所
の
荘
園
は

紛
う
方
な
く
R
H
h

町
、
司
さ
ぬ
き
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
、
市
し
て
そ
の
う
ち
二
十
九
箇
所
の
夫
れ
の
」
マ
き
お

は
い
ま
明
ら
か
に
貨

幣
地
代
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
に
現
わ
れ
た
、
培
、

sn句
史

ヂ
イ

i
y

は
、
或
い
は
州
奉
行
で
あ
り
、
或
い
は
ま
た
助
祭
と
云
っ
た
聖
職
者
で
あ
っ
て
、

い
ず
れ
に
せ

ょ
、
彼
等
自
身
一
般
に
封
建
社
会
に
於
け
る
支
配
階
級
を
代
表
す
る
封
建
的
土
地
保
有
者
身
分
に
属
す
る
者
で
あ
っ
た
が
、
安
に
、
注
目

す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
夫
れ
は
、
荘
園
が
一
般
に
封
建
的
保
有
農
民
に
依
っ
て
ぬ
丸
'
守
さ
ね
さ
に
ハ

l
h司
選
。

の
形
で
〉

保
有
せ
ら
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
、

と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
、
斯
か
る
事
例
を
、
先
ず
、

キ

ヤ

ナ

ン

の
僧
会
員
た
ち
は
、
既
に
古
く
メ
イ
ド
ラ
ン
ド
の
注
意
せ
る
如
く
、
彼
等
が
冨
区
内
回
目

g
a
州

巧

邑

g骨
ロ
に
有
せ
る
荘
園
を
、
そ
の

フ
ァ
ー
ム
ア
ウ
ト

村
の
え
を
お

5
2
Eる
た

ち

に

貸

出

し

て

い

た

2
2
3ミ
5
5ミ
ミ
向
。
ミ
ミ
守

sassansぬ
い
。
叉
、

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
H

プ
ッ
グ
」

に
見
出
す
。
即
ち
、

か
の
ロ
ン
ド
ン
の
セ
シ
ト
H
ポ
l
ル
寺
院

E
R
q
州
の
チ
ャ
ー
ト
シ
イ

n
F
2
2
4
の
修
道
院
は
、
同
州
に
在
る
そ
の
所
領
の
一
部
の
明
白
2
Q
g
a
oロ
の
荘
園
を
〔
其
処
に

フ
ァ
ー
ム
ア
ウ
ト

い
る
六
人
の
〕
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
に
貸
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
場
合
、
此
の
荘
園
は
、
曾
っ
て
「
征
服
」
前
夜
の
エ
ド
ワ
ー
ド
峨
悔
王

時
代
(
一

O
四
二
!
六
六
)
〔
の
末
年
現
在
〕
に
は
六
研
の
価
値
あ
る
土
地
と
し
て
評
価
せ
ら
れ
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
「
調
査
」
当
時
ハ
即
ち
一

ヨ
ミ
ミ
な
考

，丸一-一



、
刷
、
遺
ミ
・
な
考

九
四

。
入
六
年
現
在
)
に
於
て
は
最
早
四
窃
の
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
而
も
比
の
荘
園
を
今
や
借
受
せ
る
と
こ
ろ
の
ヴ
ィ
レ
ン

た
ち
は
円
、
培
、

sa
と
し
て
U

依
然
六
研
を
、
領
主
た
る
チ
ャ
ー
ト
シ
イ
の
修
道
院
に
納
め
て
い
る
の
で
あ
る
(
M
J
h
お
も
む
さ
勾
司
包
伯
尚
、
ー

(

川

叫

)

shN『
b
g
N
Sミ
ミ
ロ
守
Q
M
-
h
向
。
号
〔
せ
ね
な
同
〕
足
止
と
マ
2
・
1
E
3
N
S
q叫
hhghh~ミ
な
お
さ
同
町
制
若
丸
、
ミ
ミ

NM叫
ロ
マ
2
・
)
。
こ
の
点
、

そ
の
、

3
E
Zる
せ
と
N
G
ミ
に
よ
る
爾
徐
の
此
の
荘
園
の
隷
属
農
民
(
(
十
二
人
の
小
屋
住
農

S58))の
搾
取
|
|
後
者
よ
り

の
本
来
的
封
建
地
代
の
抽
出
が
失
れ
だ
け
苛
酷
な
も
の
と
な
ち
ぎ
る
か
」
得
な
か
っ
た
事
情
を
一
市
す
も
の
と
し
て
、
既
に
述
べ
ら
れ
た
る
こ

こ
ま
、

l

I

V

 

。om
g
H
E

「
ブ
ヅ
グ
」
に
拠
る
と
、
り

2
0
E
州
の

h
H
m
忠
弘
之
)
な
る
置
接
受
封
者
の
所
有
に
か
か
る
小
荘
園
が
存
し
、
其
処
で
は

同
時
三
時
nshNE又
ね
な
る
村

と
と
の
関
聯
に
於
て
、
注
目
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、

を
有
し
て
い
で
、

。
片
何
M
2
2
1
(。。
h

円
止
さ
ミ
的
色
町

六
人
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
が
三
組
の
門
夫
々
八
頭
の
牡
牛
に
依
り
牽
引
さ
る
る
有
輸
相
キ
ハ
岡
山
主
2
E
m
-
n
v
R
Eろ
の
〕
懇
隊

(
Sミ
S
)

且
っ
そ
の
土
地
か
ら
は
弐
拾
志
の
地
代
が
納
め
ら
れ
る
旨
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ま
、

ω
O
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E
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ほ
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一
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土
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関
す
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ド
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プ
ッ
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記
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ヴ
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第
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収
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、
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下
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す
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翠
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形
態
〉
と
は
ま
た
別
に
、
之
と
並
ん
で
、
「
荘
園
貸
付
」
な
る
所
領
経
営
の
形
態
夕
、
兎
に
角
、
之
を
無
視
し
得
な
い
規
模
に
於
て
、
展
開

し
た
こ
と
、

夫
れ
と
と
も
に
そ
こ
に
社
会
の
各
層
に

¥
マ
ミ
ね
え
ま
な
る
型
の
人
間
が
少
か
ら
ず
現
わ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、

以
ば
ず
乍
ら
考
証
し
た
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
於
て
は
、
当
代
の
特
定
地
方
に
関
す
る
特
殊
な
史
料
の
批
判
的
措
置
H

分
析
を
通
じ
て
、

よ
り
深
く
一
般
に
』
『
ミ
ミ
忠
な
る
も
の
の
実
体
に
追
っ
て
み
た
い
。

こ
こ
に
当
代
の
特
定
地
方
に
関
す
る
特
殊
な
史
料
と
一
五
う
の
は
、
従
来
殆
ど
す
べ
て
の
中
世
社
会
経
済
史
研
究
に
於
て
既
に
さ
ま
ざ
ま

、
、
、
、
、
、
、
、

(md

な
る
問
題
視
角
か
ら
検
討
さ
れ
来
り
、
最
近
で
は
本
邦
に
で
も
藤
田
重
行
氏
に
依
っ
て
一
般
的
に
農
民
層
分
析
の
資
料
と
し
て
採
り
上
げ

ら
れ
た
、

ヘ
ン
リ
二
世
の
治
世
年
間
一
一
八
一
二
年
成
立
の
・
北
部
イ
ど
グ
ラ
シ
ド
ロ
ロ
岳
山
自
の
湾
教
管
区
の
危
大
な
所
領
に
関
す
る
、

ラ
プ
ス
リ
の
判
断
に
従
え
ば
一
つ
の

.
2
2
3
.
と
一
一
一
一
口
わ
ん
よ
り
は
一
つ
の
.
円

ODE--
或
い
は
，

a
Z
E
-
-ー
ー
そ
の
走
大
な
所
領
の
管

理
上
の
必
要
を
充
す
べ
く
作
製
せ
ら
れ
た
一
つ
の
.
旬
。
守
宮
山
門
y
d
g
.
た
る
も
の
で
あ
り
、

ス
タ
ン
ダ
ー
ド

1
1
4己
)
に
於
げ
る
封
建
的
諸
義
務
が
全
記
録
を
通
じ
て
屡
々
一
つ
の
基
準
と
し
て
言
及
せ
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
、
伝
統
的
に
.
∞
?

(

川

叫

)

E
O巴
切
c
o
w
-
な
る
称
呼
そ
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
の
ダ
ラ
ム
の
司
教
官
区
の
存
せ
る
北
部
イ
ン
グ
ラ
ン

い
ま
、
所
慣
の
一
つ
切
。

E
。
ロ
の
村
(
同
記
官

っ
て
、
ダ
ラ
ム
の
司
教
は
、

山
中
世
時
代
ダ
ラ
ム
の
司
教
が
彼
れ
自
身
一
個
の
》

S
さ
号
、
ミ
ミ
吉
三
《
た
り
し
い
わ
ゆ
る
の
。
ロ
ロ
QHι
己
担
片
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口
め
で
あ

、
、
、
、
、

よ
し
彼
れ
個
人
は
王
の
直
佐
官
一
封
者
で
あ
る
と
は
一
五
え
、
そ
の
州
の
「
普
遍
的
土
地
所
有
者
」
で
あ
り
、
領

ド
の
一
州
は
、

内
の
如
何
な
る
土
地
も

彼
よ
り
保
有
を
許
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れ
て
間
接

i
l
l
い
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ゆ
る
「
司
教
の
パ
ロ
ン
L

(

ぎ
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も
&
S
E
)
の
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i
i

或
い
は
間
接
に
保
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
彼
は
自
己
の
管
区
に
あ
た
る
ダ
ラ
ム
一
州
内
に
於
て
「
王
の
特
権
」

〈
・
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誌
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zhね
な
る
を
行
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る
所
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在
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、
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と
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も
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教
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の
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可
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に
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、

、

、

、

を
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わ
な
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と
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う
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だ
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を
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こ
と
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ア
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世
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v
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デ
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H
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そ
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記
載
な
き
こ
と
、

て
「
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ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ

u
サ
l
ヴ
ェ
イ
」
の
対
象
と
は
な
ら
ぎ
り
し
た
め
、

」
れ
ら
の
こ
と
が
予
め
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
、
ダ
一
プ
ム
の
司
教
管
区
日
司
教
領
に
於
て
も
、

そ
の
記
述
中
に
お
弘
、
司
、
さ
ぬ
き

な
る
フ
レ
イ
ズ
が
現
わ
れ
る
、

l
l
t若
し
く
は
其

の
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ル
は
、
総
計
百
四
十
一
箇
村
中
、
右
頁
に
第
一
表
と
し
て
一
不
さ
れ
た
る
如
く
、
二
十
九
箇
村
あ
る
(
(
順

序
は
「
ボ
ワ
ル
ダ
y

n
ブ
ッ
ク
」
に
於
け
る
記
載
順
l
ー
そ
の
際
少
く
と
も
こ
の
と
と
に
関
す
る
限
り
二
箇
村
が
一
つ
に
纏
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
は

(

川

叫

)

我
々
の
表
で
も
き
か
ん
&
で
一
括
一
段
に
収
め
て
あ
る
)
)
。

而
し
て
、
是
れ
以
外
に
、
な
お
、
そ
の
記
述
中
に
未
だ

h
H
h

出
、
『
ミ
ミ
誌
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
な
い
(
き
さ
や
き
お
ふ
守
さ
ぬ
き
』
マ
?

(お〉

叶
ロ
門
出
向
山
印
日
市
と
云
う
ヴ
ィ
ル
が
一
つ
あ
る
。

之
宮
さ
)
と
云
う
否
定
形
で
此
の
句
が
出
る
、

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
先
ず
第
一
に
何
が

.
E同
g
z
m
1
0
E
.
の
対
象
と
せ
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
先
ず
ヴ
ィ
ル
が

一
応
全
体
と
し
て
「
貸
付
」
の
対
象
と
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

@
智
正
月
同
盟
注
目
門
戸
@
4
3山岳山
g-
⑬
同
N
1
0
P
⑧
m
U
1

3
5
8
0
F
⑤

当

主

主
O
口

伶

切

R
Z
F
@
ω
ロ
ロ
含
ユ
宮
内
凶
・

⑧
巧
g
gロ
(
当
J
『一

Z

虫、吋
0
4司
刷
〉
が
、

即
ち
是
れ
で
あ
る
。
然
る

に
、
そ
こ
に
は
、

ま
た
、
そ
の
グ
ィ
ル
の
デ
ィ
メ
イ
シ
あ
る
い
は
そ
の
一
部
の
み
が
「
貸
付
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
前
記

の
八
つ
の
ヴ
ィ
ル
を
の
ぞ
く
爾
徐
の
ヴ
ィ
ル
の
場
合
、
が
夫
れ
で
あ
る
。
而
し
て
、

い
ま
、
後
者
の
場
合
並
び
に
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
も

そ
の
内
訳
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
更
に
立
ち
入
っ
て
見
て
み
る
と
、

そ
の
「
貸
付
」
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
含

B
2
5
(号
l

ミ
宮
町
怠
ミ
)
が
、
決
し
て
耕
地
(
室
内
守
h
N
)

の
み
で
は
な
く
、
種
々
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
先
ず
第
一
に
、
斯

か
る
耕
地
を
耕
地
と
し
て
働
か
せ
る
に
必
要
な
、
惣
耕
用
の
牡
牛
、
制
札
耕
用
の
馬
と
云
っ
た
役
畜
、
ま
た
は
小
麦
・
大
去
・
燕
交
の
如
意

h
a
h
司
遣
輔
ぬ
『
h
h

考

九
九





ド

ケ

穀
物
の
種
子
、
第
二
に
、
牧
草
地
(
マ
ミ
ミ
ろ
、
第
三
に
、
官
通

SH、ha
と
総
称
せ
ら
れ
る
、
村
誌
の
ほ
ぼ
中
央
の
掘
割

(¥ssr)、

と
生
垣
(
言
、
む
)
と
に
依
り
固
い
込
ま
れ
た
部
分
(
円
九
む
き
含
)
に
沼
館
(
き
~
ろ
を
中
心
に
夫
れ
を
回
読
し
て
係
す
る
一
川
の
、

諸
極

の
建
造
物
|
|
穀
倉
(
常
S
N也
む
)
・
午
小
企
口

(
E
Sミ
Q
)

な
ど
、
最
後
に
、
製
粉
場
〈
ミ
ミ
ミ
丘
町
さ
ミ
)
の

σ吉
田
口
広
や
、
村
内
の

水
流
・
河
川
等
漁
場
〈
k
u
h
h
S
え
ぬ
)
に
於
け
る
魚
介
の
採
取
ん
拡
の
如
き
も
の
で
あ
る
o
l
-
-
以
土
を
簡
単
に
表
示
す
れ
ば
、
右
頁
に
一
石
さ

れ
た
る
第
二
表
の
如
く
に
な
る
。

而
し
て
、
此
の
去
に
は
現
わ
れ
な
い
が
、
一
市
来
当
時
の
ダ
ラ
ム
司
教
領
の
デ
f

メ
イ
ン
な
構
成
す
る
要
素
と
し
て
は
、
な
お
こ
の
ほ
か

に
、
放
牧
場
(
苫
同
宣
言

γ
果
樹
園
守
T
h
s
h
H
Nな
と
・
森
林
(
ミ
ミ
ご
ろ
そ
の
他
製
粉
場
の
水
車
用
の
貯
水
池
公
司
令

h
.
S
S
)
な
ど
が
含
ま

(
持
)

れ
て
い
た
。

然
ら
ば
、
斯
く
h
H
h

刷
、
司
、
ミ
ミ
誌
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
、
全
体
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
、
或
い
は
そ
の
一
部
た
る
デ
ィ
メ
イ
ン
は
、

判j

々

如
何
な
る
も
の
を
領
主
た
る
ダ
ラ
ム
の
司
教
に
、
ミ
ミ
と
し
て
納
入
す
る
こ
と
を
条
件
に
し
て
、
斯
か
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
夫
れ
を
、
例
に
依
っ
て
簡
単
に
表
示
し
た
も
の
が
、
既
掲
第
一
表
の
当
該
諮
問
で
あ
る
。

即
ち
、
貨
幣
形
態
の

¥叫柚、

SRH
な
給
付
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
た
も
の
、

全
二
十
九
箇
村
中
二
十
五
箇
村
、

そ
の
う
ち
入
筒
村

は
、
な
お
主
と
し
て
穀
物
た
る
農
産
物
を
別
に
納
め
て
お
り
、
六
箇
村
は
、
斯
か
る
貨
幣
形
態
の
冶
司
、
S
Q
の
補
充
物
と
し
て
(
(
備
考
欄
、

第
十
一
段
目
参
照
)
)
生
産
物
形
態
の
犬
れ
の
代
り
に
一
般
に
白
己
叉
は
他
人
の
労
働
力
の
提
供
を
以
て
し
て
お
り
、

一
箇
村
〔
⑧
ハ
U
E
C
l

2
8
w〕
の
み
は
、
そ
の
」
マ
ミ
N
Q

に
於
て
生
産
物
・
労
働
・
貨
幣
の
三
形
態
を
そ
ろ
え
て
い
る
。
か
く
て
、
全
く
賃
幣
形
態
の
」
品
突
き
ぬ

の
み
が
そ
の
条
件
た
る
も
の
は
、
心
U

d
『

2
円5
0
E
F
h町
叫

aESSE-
⑨
間
宮
古
肉
付
。
ロ
件
、
H
，F
C
門
官
-
(
ぜ

ω宮
5
E
P
⑨
足
。
吋
目

HOB-

一頃

ω
g
a
o江
戸
D
P

⑧
巧
g
z
p
@
の
日
三
回
E
m
v
g
p
⑧
阿

m
E
g
p
⑧
開
巴
巾
円
}
U
M刊

の
十
二
時
村
で
あ
る
。
而
し
て
、

一
方

h
，
守
道
ぬ
柚
よ
叫
考

。



川市守
S
Q喝、民叫考

。

そ
こ
に
は
、
未
定
」
き
さ
の
原
初
的
形
態
た
る
農
産
物
の
現
物
納
の
形
式
を
依
然
ま
も
っ
て
い
る
ヴ
ィ
ル
が
、
⑧
巧
。
-
包
括

Z
s
h
w

HNom巾
同

-4・
@
ω
g
n
E
O
D
h
w
同
市
立
ぎ

B
と、

四
箇
村
あ
る
。

〔
釘
)

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
一
万
来
領
主
た
る
ダ
ラ
ム
の
司
教
と
の
問
に
取
交
さ
れ
た
契
約
に
塞
く
も
の
で
あ
る
が
、
斯
か
る
条
件

フ
ァ
ー
ム

に
依
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
或
い
は
そ
の
一
部
た
る
デ
ィ
メ
イ
シ
を
傍
受
せ
る
所
の
者
は
、

一応、

ζ

と
グ
ラ
ム
の
司
教
領
の
場

川、I~ 合
奉示に
行フ於
たて
ちも
と、

同
様

台、

0) 

「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
日
ブ
ッ
グ
」

に
記
載
さ
れ
た
主
領
の
「
貸
付
」
に
於
て
多
く
そ
の

と
な
れ
る

フ
ァ
ー
ム

¥
日
司
選
ね
を
毎
年
頑
主
た
る
ダ
ラ
ム
の
司
教
に
納
め
る
代
り
に
、
そ
の
経
営
権
を

h
ミミ
h
H
可
帆
史
的

今
や
前
記
の
諸
々
の
形
態
の

獲
得
せ
る
当
該
グ
ィ
ル
の
一
般
農
民
が
従
前
ダ
ラ
ム
の
司
教
に
対
し
て
給
付
し
来
れ
る
封
建
地
代
を
自
己
の
た
め
に
徴
し
得
た
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
場
合
、
斯
か
る
地
代
所
得
が
最
初
彼
が
ダ
ラ
ム
の
苛
教
に
約
せ
る
価
値
以
上
に
出
で
た
る
と
き
は
、
絞
れ
'
守
s
n
q皆同

た
る

も
の
は
当
然
利
益
を
収
め
、
若
じ
又
そ
の
逆
の
場
合
に
は
、
損
失
を
蒙
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、

フ
ァ
ー
ム
ア
ウ
ト

と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
が
貸
出
さ
れ
て
い
る
巧

E
n
W
E
B
-
g
-
Z
P
P
E
R
S
F
当
E
2
0ロ
hw
∞日目
044・

い
ま
、
全
体

4
〈

o
m
Zロ
に
関
す

る
記
述
中
に
、

そ
れ
ら
の
「
貸
付
」
が
「
ヴ
ィ
レ
シ
た
ち
と
と
も
に
」

(
S
S
Hに
と
き
帆
伺
)
或
い
は
「
賦
役
と
と
も
に
」

(
g
g
c』

vm
ミ
'

内
野
返
る
或
い
は
又
「
グ
ィ
レ
ン
た
ち
と
賦
伎
と
と
も
に
」
(
塁
送
之
と
お
お
な
ミ
。
宮
司
令
足
。
諸
問
〉
と
、

ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
の
彼
等
自
身
の
保

有
地
に
よ
る
自
ら
の
生
活
資
料
な
ら
び
に
労
働
条
件
の
再
生
産
の
た
め
の
必
要
労
働
そ
越
え
る
全
剰
鈴
労
働
の
搾
取
、

と
り
わ
け
彼
等
の

デ
ィ
メ
イ
ン
に
於
て
実
現
す
る
剰
能
労
働
の
直
接
的
な
る
搾
玩
を
合
む
U

口
、
明
記
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

7
1
ミ
ン
グ

こ
れ
ら
の
ダ
ラ
ム
司
教
偏
に
於
け
る
「
倍
受
」
〔
「
貸
付
L

な
ら
ぎ
る
〕
の
主
体
は
、
如
何
な
る
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う

し
か
ら
ば
、

か
。
そ
の
間
の
事
情
を
表
示
せ
る
も
の
が
、
前
掲
第
一
表
最
右
翼
の
「
主
体
」
欄
で
あ
る
が
、
円
比
ら
る
る
如
〈
、
大
部
分
i
全
体
二
十
九

苗
村
の
う
も
二
十
箇
村
に
つ
い
て
は
、
企
く
夫
れ
に
関
し
た
記
載
が
な
く
、
判
明
し
な
い
。
而

L
て
、
い
ま
そ
の
判
明
す
る
九
箇
村
に
つ
い



て
見
る
に
、
そ
こ
に
先
ず
は
っ
き
り
個
人
の
名
が
あ
、
か
っ
て
い
る
場
合
が
、

四
つ
あ
る
.
即
ち
、
@
-
E
3
H
O
出
血
ロ
m
F
H
O
D
は
、

krams 

。同

ω己
σ山
、
な
る
者
が
、

③
の
宮
山
仲
間
き
m
F
H
O
D
は
、
回
g
E
-
2
え
同
E
m
E
o
ロ
な
る
者
が
、

⑧
同
内

Z
Z
D
は、

、
吋
同
H
O
S
s
a
o

出
。
3
B
m
月
岡
山
富
な
る
者
が
、
⑮

フ
ァ
ー
ム

を
ダ
ラ
ム
の
司
教
よ
り
傍
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
者
は
、
恐
ら
く
我
々
が
前
節
に
見
た
か
の
王
領
の
場
合
の
同
g
m
.
印
刷
ミ

s.1

関
口
日
刊
号
M
1
は
、
門
衛

(
』
肺
門

v
h
内
野
同
司
、
帆
注
目
川
)

の
虫
5
0
E
な
る
者
が
、
夫
々
当
該
ヴ
ィ
ル
の
デ
ィ
メ

f
ン

匂
噌
H
E
F
N
h叫

(
(
九
一
一
良
参
照
)
)
に
あ
た
る
、

司
教
の
側
近
奉
仕
者
の
一
人
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
と
は
、
「
ボ
ウ
ル
ダ
Y
H
ブ
ッ
ク
」

の
現

存
写
本
の
一
つ
(
(
前
記
A))
に、

こ
こ
の
所
が
、

『
盟
同
ロ
。
ロ
F
S
昨
日
常
宮
田
は
、

一
人
の
騎
士
の
采
地
(
¥
S
R
同
ミ
ミ
ミ
悼

I
E
に
あ
た
る
奉
仕
の
代
償
と
し
て
一
カ
リ
ュ
キ
ッ
ト
守
宅
建
ミ
ろ
〔
日
一
ハ
イ
ド
U

の
土
地
を
保
有
す
』
と
あ
る
こ
と
に
依
っ
て
も

確
か
め
ら
れ
る
(
(
n
戸
口
・
M
W
-
H
4
・
印
∞
印

(
R
3
・
ロ
o
g
凶
C

)

)

。

而
し
て
、

爾
畿
の
一
ニ
者
は
、

思
う
に
、
夫
々
、
も
と
大
陸
に
於
け
る

s.Sl

句
史
的
ハ
宮
巳

2
・

今
や
そ
の
領
主
よ
り
下
ザ
グ
セ
ン
地
方
に
て
謂
う

昌
巳
巾
口
R
宮
に
相
当
す
る
-
g
円
。
の
権
利
z
l
l
M
M
M
R宮
の
権
利
を
か
ち
獲
て
同
R
5
2
(回以
p
n
v
z
ろ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ア
}
ミ
ン
グ

そ
の
「
借
受
」
の
主
体
が
わ
か
る
五
つ
の
う
ち

s
g
g
u
 と
同
様
、

夫
々
の
村
の
荘
園
の
ペ
イ
リ
フ
た
り
し
者
が
、

而
し
て
、
以
上
の
・
個
人
の
名
が
4
R
S
2
.
と
し
て
挙
っ
て
い
る
四
つ
以
外
の
、

の
一
つ
@
旦
込
O
D
の
場
合
は
、
そ
こ
に
》
旬
。
ミ
ミ
同
母
河
口
。
諮
問
問
お
室
町

3.と
お
遺
骨
勾
ご
ミ
ミ
'
守
ミ
悼
む
S
S
さ
号
さ
き
な

:-An

と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
「
ラ
イ
タ
ン
の
人
々
」
が
、
斯
か
る
集
団
と
し
て
、
当
該
村
蕗
の
ま
さ
に
ベ
R
B
2
.
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
が
、

そ
の
場
合
、
彼
等
は
、
岡
山
う
に
、
今
や
彼
等
が

.
片
山
吋

5

2

と
し
て
搾
取
し
つ
つ
あ
る
ヴ
ィ
レ
ン
だ
ち
と
同
様
に
、
も
と

一
部
の

ダ
ラ
ム
の
司
教
を
本
来
そ
の
領
主
と
仰
ぐ
所
の
、

も
と
此
の
村
の
隷
属
民
保
有
地
公
司
ミ
認
可
S
.
な
る
に
依
然
土
地
を
保
有
し
、

富
絡
な
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
@
巧
E
n
W
E
B
-

ヲ
ア
1

・、y
グ

、

、

必
ず
し
も
い
ま
そ
の
「
借
受
」
の
主
体
が
明
か
に
わ
か
る
と
云
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
ラ
イ
タ
ン
の

@
d
ヨ
白
山
田
件
。
ロ

hw
切
白
ユ
。
ざ

の
場
合
は
、

い
ず
れ
も

、
守
道
ぬ
泊
、
h
h

考

。一



吉
、
意
向
、
に
考

一O
囚

記
事
中
に
、

『
一
フ
イ
タ
ン
の
人
々
』
は
、

『
ウ
イ
ず
カ
ム
の
彼
等
の
如
く
に
物
資
運
搬
に
従
事
す
る
』

(¥RN門町内~句、hHh明朗町内定司血「ミ血司、内

C
H
h
u
、
忌
h
N
S
)
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
又
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
事
中
に
、

「
彼
等
は
、
各
々
男
子
一
名
を
伴
っ
て
、
二
日
間
牧

草
地
?
」
の
両
村
以
外
の
ダ
一
ブ
ム
司
教
領
の
ヴ
ィ
ル
の
デ
ィ
メ
イ
ン
に
於
け
る
〕
の
刈
草
を
な
し
、
そ
の
際
一
回
食
事
を
給
せ
ら
れ
、

日
乾
草
を
積
み
且
つ
運
ぶ
』

(
¥
む
町
内
H
S
司
、
3
H
H
b
n同

Nhch叫帆司守同幅削・

拍
車
芯
史
的
命
甲
車
野
町
南
忠
司
・

s
s
s
s
M
S
S
宮
町
・
ミ
宮
ミ
・
ぎ
守
町
ミ
円
。
ミ
?

い
ず
れ
も
、
ほ
ぼ
そ
の
「
借
受
」
の
主
体
が
、

門出帆ミミ・
mw

叫
~
s
h
H
ミ
¥
ミ
ミ
ミ
司
司
会
話
、
ミ
h
S
同
町
民

apJ)
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

さ
き
の
ラ
イ
タ
ン
の
場
合
と
同
様
、
夫
々
「
ウ
ィ
ッ
カ
ム
の
人
々
」
・
「
ウ
ィ
ン
レ
イ
タ
ン
・
パ

1
ロ
ウ
荷
村
の
人
々
」
で
あ
る
こ
と
は
、

明
ら
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
Fア

ー
ミ
ン
グ

そ
の
ヴ
ィ
ル
の
「
借
受
」
の
主
体
が
判
明
す
る
最
後
の
も
の

1
1
1
@
r
z
v
虫色
a
n
w

一m
し
て
、

に
関
し
て
ほ
、
こ
の
ヴ
ィ
ル

全
体
が
、
曽
っ
て
我
々
が
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
日
プ
ッ
グ
」
「
イ
グ
ス
ン
H

ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
」
e

に
於
て
い
く
つ
か
そ
の
事
例
を
見
出

し
た
と
同
様
に
、
ヴ
ィ
レ

γ
た
ち
に
よ
っ
て
傍
受
さ
れ
て
い
る
官
、
明
記
ぎ
れ
て
い
る
〈
で
と
haミ
弘
司
句
。
ミ
客
五
V
惨
な
ミ
ミ
色
町
N
G
S

「
貸

グ同

位:3
1;:) 
';l.. 

h 
『

さ
1;:) 
::l 

'--' 

而
も

去
に
注
目
す
べ
き
は
、

こ
の
サ
ウ
ス
"
ピ
デ
ィ
ァ
グ
同
様
、

い
ず
れ
も
当
該
ヴ
ィ
ル
全
体
が

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
上
述
の
ラ
イ
タ
ン
・
ウ
ィ
ッ
カ
ム
・
ウ
ィ
ン
レ
イ
タ
シ
・
パ

1
ロ
ウ
の
場
合
に
於
て
ほ
、

そ
れ
ち
に
関
す

る
「
ボ
ウ
ル
ダ
ン

u
ブ
ッ
ク
」
の
記
述
様
式
は
、
す
べ
て
、

そ
と
に
デ
ィ
メ
イ
ン
が
は
っ
き
り
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、

か
か
る
デ
ィ
メ

イ
シ
と
と
も
に
、
当
該
ヴ
ィ
ル
が
「
貸
付
」
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
i

の
に
対
し
、
こ
の
サ
ウ
ス
u
ピ
デ
ィ
?
と
タ
の
場
合
に
於
て
は
、

、、

そ
こ
に
デ
ィ
メ
イ
ン
に
つ
い
て
記
さ
れ
る
所
が
な
い
、
と
一
云
う
乙
と
で
あ
る
。
(
(
こ
の
点
に
於
て
、
我
々
は
、
「
ド
ゥ
ウ
ム
ズ
デ
イ
"
プ
ッ

グ
」
の
、
同
様
ヴ
ィ
レ
ン
た
ち
に
依
り
て
全
体
と
し
て
の
ヴ
ィ
ル
の
借
受
さ
れ
て
い
る
事
例
の
一
つ
の
か
の
ミ

f
ゥ
ル
セ
ー
グ
ス
の
宅
午

-
0
日
仏
市
出
に
関
す
る
先
に
引
開
し
た
そ
ン
一
ナ
ン
ス
の
次
に
、

コ
ア
ィ
メ
イ
ン
に
は
何
物
も
存
せ
ず
』
(
同
誌
を
さ
き
な
ミ
~
宮
守
西
宮
司
-
U

と



ふ
る
乙
と
を
想
起
す
る
。
)
)
思
う
に
、

か
か
る
サ
ウ
ス

u
ピ
デ
f

ッ
グ
の
如
き
、

そ
こ
に
デ
ィ
メ
イ
ン
の
旦
ら
ね
ざ
る
ヴ
ィ
ル
の
場
合
、

そ
の
ヴ
ィ
レ
ン
た
る
同

R
B
2
は
、
日
夜
早
本
節
に
於
て
上
来
我
々
が
見
た
る
ご
と
き

E
H
B
R
と
は
異
質
な
る
性
格
の
者
で
あ
ろ
う
。

llfl 

ち

か
か
る
ヴ
ィ
ル
に
は
、
彼
等
以
外
村
氏
な
る
者
が
存
せ
ず
、
従
っ
て
守
観
的
に
紋
等
に
依
る
搾
取
の
対
象
が
存
在
せ
ず
、
彼
等
は

言
わ
ば
曾
っ
て
ヴ
ィ
ノ
グ
一
フ

l
ド
フ
が
言
え
る
ご
と
く
一
つ
の
，

m巳内
l
m
O
4
m
E
F
m
n。
g
Bロ
E
q・

(HU} 

形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

片山凶同同

H
E
m
-仲
印
。
4

『
口
弘
ロ
巾
田

を

(
紛
)
開

-m-
町
-
r
m
σ
G
E
E
-
同J
宮
町
、
認
さ
b

て
と
な
官
。
。
道
議
宮
誌
と
い
よ

p
o
z。
P

H
∞∞

ω
-
t月

MEz--
回答。)・

3
・
g
l芯
一
司
・
4
〈・

呂
田
山
己
白
ロ
チ

t
u
A
D
三
宮
ロ
ヨ
ぴ
『
町
田
ロ
吋
O
E
h
門
町
田
J
同
町
苫
ぬ
・
同
帆
h
h
・
河
き
こ
く
。
日
・
〈

(
H
S
S
L・
a
N
印一

0
・
H
，
「

2
3
-
4・
2

。
。
門
口
問
問
町
田
ロ
仏

U
Z口問担問
0

・J
L
S
句
、
九
円
白
書
同

r
E
1
2
H
h
同
き
な
刷
会
〈
♀
・
同

(
5
9
e
w
H
Y
由
吋

c
h
Z・

zn回目
g
p
z
の
E
Z自
由
門
司
岡
山
口
口

g
・J

Z
。
H
i

¥
ミ
RH

己毘
E

S

S

H

凶
2
2町
民
韓
民

h
、h
ミ
同
な
苫
『
H
・
2
凶・

-
Y
J
N
Z
c
m
E門
目
。
戸
〈
c
f
同
(
。
巴
c
E・
5
5
)
喝
。
町
田
H
U
-
-
h
F
H
F

岡山・

mmz・
:
出
回
司
。
ロ
可
曲
目
仏
吋
}
回
同
口
同
mHめ

2
.

同町誼
h
-
H句、な
H
・』刷、
Nr-

〈
o
-
-
同
阿
凶
司

(
S
N
(
)
)
温同)・

5
H
H

し『・

HH
・〉・し『。】戸山間同刊・

2

2

0
円l

Z
E
H
M耳
目
白
口
同
口
出
昨
日
同
氏
F
o
p
-
-
N
円苫
h
-
N
H
な
同
・
同

2
3
〈
G
-
-
M
H
A
H
2
8
3
・
匂

-ran-

(ω
〉
藤
田
重
行
「
十
二
世
紀
末
期
の
ダ
ラ
ム
司
教
領
に
お
け
る
諸
農
民
居
に
つ
い
て
」
(
(
『
東
京
都
立
大
学
創
立
十
週
年
記
念
論
文
集
』
(
昭
和
三
十
五

年
コ
一
月
)
、
四
七
七

i
五
一
六
頁
所
収
)
)

、
、
、
、
、

(
凱
)
以
下
、
「
ボ
ワ
ル
ダ
ジ
H

ブ
ッ
ク
」
の
テ
ク
ス
ト
は
、
現
在
刊
本
と
し
て
存
す
る
二
種
の
夫
れ
、
即
ち
、
一
入
一
六
年
前
出
『
公
記
録
委
員
会
』

本
「
ド
ゥ
ヲ
ム
ズ
デ
イ
M

プ
ヮ
ク
」
第
四
巻
中
に
〔
五
六
五
!
五
八
七
頁
〕
編
者
同

gミ
切
口
広
に
依
り
、
現
存
す
る
本
文
書
の
四
種
の
写
本

'ls

、
、
、
、
、
、
、
、
、

A
(
第
十
三
世
紀
の
も
の
)
・

B
(
第
十
四
世
紀
末
)
・

C
(
一四

0
0年
頃
)
・
D
(
第
十
五
世
紀
)
の
ち
ち
の
最
後
の
も
の
に
拠
っ
て
収
録
せ
ら

れ
た
る
も
の
と
、
一
八
五
二
年

2ω
ロ
ヱ
耳
目
∞
。
円

w
q
z
叢
室
田
第
二
十
五
巻

z目
。
-
仏
。
ロ
]
宮
町
内
Z

と
し
て
編
者
需
の
吋

2
ロ
司
田
口
に
依
り
、
上
記

写
本
B
に
拠
っ
て
刊
行
せ
ら
れ
た
る
も
の
の
う
も
、
多
く
引
用
さ
る
る
前
者
に
従
う
(
後
者
は
筆
者
未
入
手
)
。
本
文
書
に
は
、
前
川
引
の
・
4
・F
品
目
l

-4
に
依
る
、
右
の
四
揖
恨
の
写
本
の
照
合
に
基
く
翻
訳
あ
り
、
夫
れ
は
、
彼
の
本
女
書
の
全
面
酌
検
討
の
所
産
た
る
こ
古
文

E
R
C
8
2
5⑦

切

0
5。
ロ
ロ

g
r
・
-
な
る
一
篇
と
と
も
に
、
い
ま
吋
官
三
h
H
q
『
吉
凶
な
な
ミ
ミ
忌
、

nug詰
な
と

b
R『
b
h
F
E・
毛

-
E伺
0・
〈
三
-

H

h
，
守
護
h
H

『
な
考

一O
五



同
官
町
『
遺
品
崎
、
町
叫
考

。
六

(問、
o
p品。
P
5
8
)
の
う
ち
に
、
夫
々
そ
の
℃

H
Y
U
N
i
Z
H・
2u・
M
S
i
S寸
・
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
文
書
に
於
て
は
、
典
型
的
な

「サ
1

グ
ェ
イ
」
た
る
「
ド
ゥ
ク
ム
ズ
デ
イ
η

ブ
ッ
ク
」
に
於
け
る
と
同
様
、
そ
の
記
述
は
三
ミ
a
単
位
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
然
し
乍
ら
「
プ
ヅ

、
、
、
、

ク
」
と
は
異
な
っ
て
、
そ
こ
に
ミ
Q

司
令
、
宮
還
な
る
語
が
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
と
が
注
目
さ
れ
る
。
而
し
て
、
一
般
的
に
イ

y
グ
ラ

y
v
の

南
部
地
方
と
の
対
比
に
於
て
、
比
の
地
方
の
農
業
社
会
の
地
方
的
特
殊
性
と
し
て
先
ず
強
調
さ
る
べ
き
は
、
此
の
地
方
に
於
て
は
、
た
か
だ
か
二
つ
三

、

、

、

、

、

つ
乃
至
四
っ
と
一
去
っ
た
程
度
の
数
の
グ
ィ
ル
か
ら
成
る
一
般
に
南
部
型
大
荘
園
の
規
模
を
遥
か
に
越
え
た
、
多
数
の
ヴ
ィ
ル
よ
り
成
る
巨
大
な
る
荘
園

、的所
領

(
g目
ロ
申
立
回
目

2
Z
Z
)
が
支
配
的
で
あ
っ
た
、
と
云
う
こ
と
で
あ
る
.
。
戸
戸
田

3
-
4噂
な
町
・
円
ご
・
・
日
V
H
Y
M
g
戸
川
町
・

HU乙
-onr
停

司
.

4

そ
・
呂
田
目
立

B
《
グ
守
宮
町
弘
之
。
ミ
ミ
同
苫
a
h
h
r』

v
h
s、
宮
、
。

E
H
r
E君
、
。
¥
同
町
、
建
色
、
弘
同

(
N
d
s
-
p・の田
B
Z
E問0
・

5
8
一

凶
ロ
品
開
山
口
-
-
H

∞∞∞)場

H
W
A
山(}∞-

(
犯
)
蔵
田
・
前
掲
論
文
、
二
(
四
七
八
)
頁
、
註
(
2
)
、
四
(
四
入

O
)
頁
参
照
。

(
お
)
前
掲
拙
著
、
三
コ
一
七
頁
参
照
。

(
川
崎

)
ω
9
5
0ロ
ロ
o
o
w
(
ロ
・
回
・
・
出
)
・
り
匂
・
町
内
山
由

(ωN
∞
γ
印由寸

(
ω
N
3
・
日
∞
∞
(
臼
N
g
-
u
S
(
∞
同
世
同
・
)
・
問
、
コ
八
ω印{))・日一吋
ω
(
∞叫
M
0
・

3
品(印
ω
6
・

日叶む

(
ω
5
・印∞。

(ωω
品)・日印

H
2
3・
日

8
2
8
)
・

m
E
Z
5
・

g
印
(
ω
S
-
l
l括
弧
内
頁
数
は
、
前
記
『
グ
ィ
ク
ト
り
ア
女
王
記
金
央
一
回

州
史
』
収
載
の
ラ
プ
ス
り
に
依
る
献
訳
の
頁
数
、
以
下
向
断
。

(
お
)
回
O
H
色
。
ロ
ロ
D
O
W
(
り
・
回
・
・
珂
)
・
匂
・
町
、
吋
{
)
〈
ωω
否)・

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
初
)
第
一
の
「
放
牧
場
」
は
、
⑧

H
L
=
回
目
出
回
戸

MmEoロ
村
の
、
「
貸
出
」
さ
れ
る
と
と
な
く
依
然
領
主
の
手
中
に
在
る
〔
但
し
、
後
述
す
る
如
く
、

ヲ
ア
}
ム

こ
の
グ
ィ
ル
の
デ
ィ
メ
イ
y
を
借
受
せ
る
〉
品
目
自
白
州

ω己
ず
可
な
る
人
物
は
、
若
し
も
彼
が
土
八
れ
を
希
望
す
れ
ば
、
彼
が
フ
ァ
ー
ム
権
を
保
持
し
て

い
る
閥
、
鼻
、
処
に
百
匹
の
羊
な
放
牧
し
得
た
る
所
の
U

夫
れ
の
如
き
、
第
ご
の
「
果
樹
同
」
は
、
⑧

H
P日間
E
ロ
四
吉
ロ
村
が
⑧
自
己
巾
円
写
村
と
共
に

一
荘
闘
闘
を
形
成
せ
る
国
己

m
v
E開
Z
E
E
S
の
、
全
グ
ィ
レ

y
、
全
小
屋
住
長

(EH遠
足
き
た
〉
に
、
そ
の
回
総
義
務
の
存
せ
る
〔
l
l
nミ
古
と

と
も
に
〕
、
国
巳
同

r
z
z
oロ
の
夫
れ
の
如
き
、
第
一
二
の
「
森
林
」
は
、
前
記
寸

E
E白
-Z
村
(
(
註
(
お
)
参
照
)
)
に
於
け
る
、
「
未
だ
丸
、
、
書
白
書

の
状
態
に
置
か
れ
て
い
な
い
」
も
の
と
し
て
、
制
記
粉
場
・
荘
館
所
在
の
宅
地
(
芯
」

Sh草
色
曽
N
G
)

・
刊
ポ
樹
園
・
牧
草
地
と
汲
ん
で
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
の

夫
れ
の
如
き
、
最
後
の
「
製
粉
場
の
水
百
十
周
の
貯
水
池
」
は
、
切
え
守
口
竺

g
村

(
(
U
-
F
・
4
F
℃
・
ミ
N
(
ω
ω
]
)
・
)
)
の
夫
、
れ
の
如
き
、
こ
う
し
た

、

領
主
直
営
地
の
構
成
要
素
と
し
て
の
犬
々
の
も
の
の
い
ま
一
例
で
あ
る
。

(
幻
)
新
か
る
契
約
書
の
と
と
は
、
「
ボ
ウ
λ

グ
シ
日
ブ
ッ
ク
し
の
記
述
中
に
い
V

之
、
語
、
ミ
い
な
《
な
る
形
で
、
と
き
ど
き
触
れ
ら
れ
て
い
る
(
(
③
君
。

}

a



由
山
口
岡
町
田
H
H
M

伶

刀
G
問
。
ュ
ミ
・
⑧

E
2
Z
回
目
口
問
伊
丹

c
p
③
の
古
田
仲
間

gぬ伊丹
c
p
⑧

穴

Z
Zロ
の
場
合
)
。

(
m
m
)

〈
問

-
-
C
-
F
ロ乙。ヲ

c
g
q
E円
』
定
、
弘
司
、
九
ぎ
な
司
、

W3
わ
ぬ
誼
九
州
之
、
H
R
b
h
e
ミ
丸
2
』
ミ
ミ
ミ
Q
h
h
T
p

c
s
p
s
u
o
-
∞
・
記
・
(
(
一
期
米
庸
三
訳
「
ド
イ
ツ
中
世
農
業
史
」
(
昭
和
一
一
一
十
年
)
九
凶
l
五頁))。

(
鈎
)
我
々
は
、
そ
と
に
、
最
近
我
が
士
口
岡
昭
彦
氏
に
よ
り
、
所
謂
農
民
民
団
の
近
代
的
日
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
分
解
|
資
本
H
貸
、
労
働
関
係
の
創
出
の
過
程

に
な
ぞ
ら
え
て
、
「
封
建
制
の
構
造
分
析
」
の
武
器
と
し
て
理
論
的
に
唱
道
せ
ら
れ
つ
つ
あ
る
、
封
建
制
下
に
於
げ
る
農
民
層
の
「
封
建
酌
分
解
」

l

領
主
日
農
民
関
係
の
再
生
産
の
過
程
の
一
端
そ
窺
知
し
狩
る
で
も
あ
ろ
う
か
。
向
氏
「
封
建
的
分
解
と
領
主
制
」
(
福
島
大
学
経
済
学
会
『
商
学
識
集
』

第
二
十
八
巻
第
二
号
)
参
照
。

(
M
W
)

む-∞
-
-
Y
同

o
f
H
N叶

σ・

(
引
)
吋
・
〈
E
Q
m
g
a
c
R
h苫
Ahhh臼
棒

切

chh
ミ
、
ご
輔
H
b
、

hahぬ
培
、
苫
H
b
n川
崎

W
E
H草
『
い
宅
〈

C
H同
O
同

P

H
由

0
3
・
ア

ωua・

V
H
明
間
・
〈
・
間
】

1

円
札
岱
仲
間
。

lV 

我
々
は
、
「
ボ
ウ
ル
グ
ン
H

プ
ヅ
グ
」
の
、
ダ
一
ブ
ム
司
教
慣
の
譜
付
溶
に
関
す
る
記
述
中
に
於
て
、
h
H
A

・
寺
さ
ミ
誌
な
る
フ
レ
イ

ズ
の
現
わ
れ
る
限
り
の
ヴ
ィ
ル
の
記
述
を
梢
々
詳
細
に
分
析
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
後
に
到
っ
て
、
そ
こ
に
、
我
々
は
、
言
わ

ば
農
民
的

E
E
5
2
と
も
称
す
べ
き
甘
口

5
2
の
存
在
を
見
出
し
た
。

以ト‘、

然
る
に
、
斯
か
る
農
民
的
岡
山
門

B
R
m
は
、
此
の
「
ボ
ウ
ル
ダ
ソ

u
ブ
ッ
ク
」
に
記
述
さ
れ
た
る
一
部
村
落
に
於
て
、
既
に
最
初
か
ら

文
字
通
り
弘
『
ミ
宅
配

と
L
て
、
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
最
後
に
、
と
の
も
の
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

い
宝
、
最
初
か
ら
弘
司
ミ
寄
託
な
る
形
で
表
わ
れ
る
階
層
の
認
め
ら
れ
る
ヴ
ィ
ル
は
、
次
頁
第
一
二
去
に
示
さ
れ
る
如
く
、
す
べ
て
十
一

筒
村
あ
り
、
こ
れ
ら
十
一
箇
村
を
通
じ
て
、

々
と
に
合
計
二
二
六
名
の
、
ミ
悼
む
可
及
、
か
存
す
る
。
而
し
て
、
そ
の
際
、
彼
等
の
保
有
す
る

3
3
a
h
ミ
叫
考

一O
七



W
9
h
、
連
司
、
町
民
考

土
地
の
面
積
が
記
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
(
(
単
位
は
雪

S
E
iぎ
4
白
芯
・
す
な
わ
ち

つ
A 

山
己
叫
官
丹
市
)
)
、
併
し
そ
の
記
載
の
仕
方
は
、
二
箇

村
を
除
き
概
ね
夫
々
の
ヴ
ィ
ル
の
弘
司
ミ

5
全
体
と
し
て
幾
何
の
地
積
を
保
有
す
る
か
を
示
し
て
い
る
に
止
ま
切
口

第三表

ト¥ 仰 GTii|人[岡崎

\ぃI~I%
vil1名 ~I 員|員|人

① Wardon 1 91附 /(2b.)1 

① Morton I 16 i 21 b. 

① South Sherburn 1 5 112 a. 

① Sedgefield 1 20 i 1 3 b. 

@ Norton 120 140b. 1(2 b.) 

③ Stockton I 6 I 9 b. 

i⑦ Carlton 1 23 1 46 b. 1 (2 b.) 日t|12U①Blackwell I 5 1 4 b. 

⑬ Cokerton I 4 1 H b. 

⑮ Redworth 116 116 b. 1 (1 b.) 

| い加ate a. = ac民!

是
れ
に
由
っ
て
観
れ
ば
、

そ
の
既
に
明
か
に
な
っ
て
い
る
③
と
④
と

を
除
き
、
各
人
の
保
有
地
積
は
、
先
ず
①
、
⑤
、
⑦
、

お
よ
び
、
⑧
、

⑪
の
場
合
は
、

夫
々
前
三
者
は
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、

後
二
者
は
一
ボ

ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
る
と
推
定
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
②
、
⑥
、
⑨
、
⑩
の
場
合
位
、
⑥
と
⑩
は
、
夫
々
、
⑥
は
内
三
人

が
各
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ヲ
ト
、
残
り
一
ニ
人
が
各
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、

ま
た
⑮

は
、
内
三
人
が
各
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
残
り
一
人
が

1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ

ト
と
考
え
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

②
と
⑨
と
は
、

或
い
は

②
は
、
内
五
人
を
各
二
ボ
ウ
ヴ
千
ヅ
ト
、
残
り
十
一
人
を
各
一
ボ
ウ
ヴ

ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
、

は
だ
ま
だ
、

内
十
人
を
各
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ヲ

て
又
、
⑨
は
、

内
一
二
人
を
各
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、

ト
、
民
り
一
人
を
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
三
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ヲ
ト
の
存
在
は
、
本
文
解
釈
よ
り
、
事
実
上
考
え
ら
れ
ぬ
U

、

内
一
人
を
ニ
ボ

政
り
一
人
を

1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
、
は
た
ま
た
、

、
、
、
、
、

ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
、
残
り
四
人
を
各

1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
考
う
べ
き
か
、
問
題
で
あ
る
。
而
し
て
、
名
人
毎
の
保
有
地
積
の
明
記
さ
れ
て

い
る
③
と
④
と
の
う
ち
、
④
の
一
一
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
と
云
ろ
の
が
、

而
し

一
応
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
、
③
の
み
名
人
一
二
エ
イ
カ
!
と
い
ま
エ
イ
カ

1
数
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注
目
せ
ら
れ
る

皐
寛
す
る
に
、
全
体
を
通
じ
て
一
人
当
り
保
有
地
積
の
最
高
量
そ
示
し

τい
る
と



所
で
あ
る
。
ー
ー
い
っ
た
い
、
此
の
場
合
に
お
け
る
ポ
ウ
ヴ
ィ
ゥ
ト
に
つ
い
て
は
、
①
と
②
に
つ
い
て
の
み
、
夫
々
、
前
者
①
に
於
い
て

み
品
、

、-v

一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
一
ニ
エ
イ
カ
!
と

1
2、
後
者
②
に
於
て
は
、

一
。
ボ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ト
ほ
一
二
エ
イ
カ
!
と

1
一2
と
、
そ
の
記
事

中
に
断
わ
り
書
き
が
し
て
あ
る
の
で
あ
る
が
、

い
ま
③
の
名
人
二
一
エ
イ
カ
!
と
云
う
の
は
、
或
い
は
、
こ
の
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
一
ボ
ウ

ヴ
ィ
ッ
ト
を
事
実
上
表
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
と
考
え
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ
、

か
か
る
弘
ミ
詩
句
史
の
保
有
地
積
は
、
最
小
1
一2
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
か
ら
技
大
三
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
併
し
、
総
数
二
三
ハ
名
中
、
一
一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
者
が
六

O
名
乃
至
七
一
名
、

一
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
の
者
が

四
八
名
或
い
は
三
八
名
(
或
い
は
四
三
名
)
、

こ
の
両
者
で
九
入
名
乃
至
一
一
九
名
(
七
二
μ
|
八
入
%
)
で
あ
っ
て
、

ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ

ト
乃
至
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
を
そ
の
保
有
地
積
と
す
る
弘
『
さ
号
以
が
兎
も
角
も
大
多
数
を
占
め
た
こ
と
は
、
結
論
し
て
差
支
え
な
い
で
あ

ろ
う
@
而
し
て
、

い
ま
こ
れ
そ
、
前
引
論
文
に
於
け
る
藤
田
氏
の
調
査
に
従
っ
て
、
こ
の
「
ポ
ウ
ル
ダ
シ

u
プ
ッ
グ
」
に
記
載
さ
れ
た
る

一
般
農
民
居
中
に
て
も
他
地
方
向
様
標
準
的
農
民
た
る
と
こ
ろ
の
&
ミ
ロ
ミ
の
保
有
地
積
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
人
員
、
保
有
地
積

共
に
明
確
な
る
記
載
の
あ
る
、
全
体
百
四
十
一
箇
村
の
二
四
%
に
あ
た
る
所
の
、
一
三
十
四
筒
村
五
二
五
名
の
ヴ
ィ
レ
ン
の
中
に
就
い
て
、

二
ボ
ウ
ヴ
ィ

γ

ト
〔
こ
の
場
合
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
は
一
五
エ
イ
カ
!
〕
保
有
の
者
コ
一
七
五
名
、
一
ポ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
保
有
の
者
一
一
一
『
一
名
、

そ
の
他
三
七
名
で
あ
り
、
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
保
有
者
ボ
全
体
の
七

OMmを
越
え
、
二
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
ポ
彼
等
ヴ
ィ
レ
シ
の
場
合
に
は
そ
の

典
型
的
保
有
地
を
な
し
て
い
だ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
残
り
の
一
五

O
名
の
ま
た
大
部
分
注
一
汁
ホ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
か
く
て
そ
の
土
地
保
有
の
事
情
に
於
て
』
さ
さ
え
叫
が
此
の
標
準
的
農
民
!
ミ
ミ

gh
の
階
層
と
き
わ
め
て
親
近
な
る
関
係
に

立
つ
階
層
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
彼
等
、
『
さ
宅
配
の
封
建
的
義
務
は
如
何
な
る
構
成
を
示
し
た
か
。

こ
の
点
に
関
し
て
も
、
既
に
藤
田
氏
に
依
り
詳
細
に
分

吋
弘
司
ミ
晶
、
首
位
考

。
九



』
之
、
遺
品
、
な
考

一一

O

析
せ
ら
れ
て
い
る
所
で
あ
る
市
)
筆
者
と
し
て
は
、
特
に
次
の
諸
点
、
が
注
目
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
先
ず
第
一
に
、
彼
等

が
す
べ
て
貨
幣
地
代
の
給
付
者
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
そ
の
土
地
保
有
事
情
に
於
て
ヴ
ィ
レ
ン
と
相
似
的
な
る
彼
等
は
、
そ
の
多
く
は

な
お
一
般
の
ヴ
ィ
レ
ン
と
同
様
賦
役
令
官
ミ
)
を
負
担
す
る
も
、
而
も
彼
等
の
負
担
す
る
賦
役
は
、

総
じ
て

.σ
。。ロ
4

『O
ユ
ペ
(
切
目
立
1

a
O
5
3
そ
の
他
運
搬
賦
役

(
n
v
R
B
U〉
の
如
き
が
M
H
H
担
当

O吋
内
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
、
例
え
ば
図
。

E
S
村
の
典
型
的
な

ヴ
ィ
レ
ン
が
一
年
間
を
通
じ
て
復
活
祭
と
聖
霊
降
臨
節
週
間
と
基
督
降
誕
祭
以
後
の
十
一
一
一
日
間
と
を
除
き
毎
週
三
日
規
則
的
に
賦
役
に
従

(
M
M
〉

事
す
る
と
一
去
っ
た
よ
う
に
、

.
4
『
2
w
d司。同
w
.
(
4句。
n
v
g色
町
ロ
由
。
に
従
っ
て
い
る

Lh『
s
n
q止
は
絶
え
て
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
の
み
な

ら
ず
、
⑨

U
R
-
E
m
H
S
に
於
け
る
彼
等
に
到
っ
て
は
、
⑨
巴
白
鳥
羽
o
F
@
n
o
W
2
g
s
に
於
け
る
そ
の
同
輩
と
共
に
、
毛
市
司
令
な
ら

ぎ
る
認
可

S.ss
さ
え
も
之
を
拒
否
し
、
『
(
然
し
〉
賦
役
に
も
服
さ
ず
、
ま
た
司
教
の
使
ひ
に
も
赴
か
ず
』
(
(
(
同
町
ろ
さ
お

。』v
h『
R
H
3
H

刷、

ミ
h
n
g
h
N
S
H
き

な
h

右
足
。
s
s
s
h
w
h司令
gku軌
)
)
と
一
五
う
が
如
き
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
、
最
後
に
、
而
も
安
に
最
も
興
味
漂
き
は
、
就
中

そ
の
園
、
-
s
n
q
&
の
賦
役
的
負
担
の
最
も
重
き

@
者
民
門
同
o
p
@
冨
。
刊
さ
ロ
の
両
村
、
そ
の
他

@
ω
。
E
v
g
O
5日
P

@nUR--

g
p
@
m
a
i
d司
o
z
v
の
誇
村
に
於
て
、
其
処
に
同
ょ
に
お
ミ
は
全
く
存
在
せ
ず
、
本
来
の
農
業
共
同
体
は
、
宛
か
も
こ
れ
ら
の
諸
村
に
於

て
は
彼
等
、
『
ミ
ミ
去
の
み
に
依
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
如
き
観
を
呈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か
〈
て
、
我
々
は
、
こ
と
に
於
て
、

さ
き
に
前
節
に
於
て
我
々
の
見
た
る
、
「
ボ
ウ
ル
ダ
ン
日
ブ

γ
グ」

フ
ァ
ー
ム

一
つ
の
ヴ
ィ
ル
が
全
体
と
し
て
そ
の
ず
ィ
レ
ン
に
依
っ
て
借
受
き
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
の
、

(
持
)

ざ
る
そ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、

一
部
、
が
む
丸
、
ミ
ミ
ロ
ミ

や
そ
と
に
ま
た
、

の
記
述
中
に
て
は
っ
き
り
と

∞。
C
H
F
即
日
仏
門
出

nw
の
場
合
を
想
い
起
き

こ
れ
ま
た
さ
き
に
我
々
の
見
た
る
出

2
吾
己
ロ
と
共
に
そ
の
デ
ィ
メ
イ
シ
の

の
状
態
化
置
か
れ
て
い
る
所
の
日

c
n
E
S
の
場
合
を
想
起
す
る
む

一
方
同
時
に
、

我
々
は
、

六
人
の

」
マ
ミ
ミ
と

rr
存
す
る
の
で
あ
h
J
、

彼
等
は

と
云
う
の
は
、

彼
等
の
う
ち
の
半
数
が
ぞ
の
保
有
地
積
(
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ゥ

こ
の
ス
ト
グ
タ
ン
に
は
A
7



(

叫

叫

)

ト
)
を
等
し
く
と
す
る
所
の
「

Z
2
5
D
の
彼
等
(
、
ミ
芯
寄
託
)
の
如
く
地
代
を
納
め
且
つ
賦
役
に
従
う
」
(
・
:
さ
九
九
ミ
同
町
内
川
町
。
官
ミ
ミ
ミ

(

拘

)

ペ

日

)

丸
町
足
立
ミ

hp
足
。
三
塁
・
)
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
之
を
当
詰
ノ

l
タ
ン
の
」
守
s
h
q
q
に
関
す
る
記
述
に
依
っ
て
読
み

〈日】

ス
ト
グ
タ
ン
の
彼
等
、
『
ミ
hqhS
た
ち
は
、
『
各
ニ
ボ
ウ
ヴ
ィ
ッ
ト
毎
に
半
マ

i
グ
〈
即
ち
参
膜
)
の
ハ
貨
幣
U

地
代

代
え
て
み
る
と
、

を
納
め
、
円
一
部
蔑
さ
れ
た
る
領
主
直
営
地
に
於
て
〕

1
一2

エ
イ
カ
」
〔
の
土
地
U

の
翠
耕
並
び
に
矩
耕
に
従
事
し
、
収
撞
の
た
め
に
男

子
二
名
を
二
日
、

〔
同
じ
く
領
主
の
手
に
読
さ
れ
た
る
デ
ィ
メ
イ
ン
の
牧
草
地
の
〕

牧
草
刈
り
の
た
め
に
も
同
様
〔
二
名
の
男
子
を
二

臼
〕
、
乾
草
積
み
の
た
め
に
も
同
様
〔
二
名
の
男
子
を
二
日
刊
穀
物
運
搬
の
た
め
に
、
荷
馬
車
一
一
台
を
一
日
、
或
い
は
荷
馬
車
一
台
を
二

日
、
乾
草
運
搬
の
た
め
に
も
同
様
〔
荷
馬
車
二
台
を
一
目
、
或
い
は
荷
馬
車
一
台
を
二
日
〕
、
〔
領
主
の
〕
御
用
に
供
し
、
而
し
て
す
べ
て

の
」
キ
ミ
ミ
ミ
N

私
的
た
ち
は
、
主
婦
を
除
く
全
家
族
と
共
に
、
秋
季
に
プ
l
y
u
ワ
l
グ
四
日
(
以
足
音
色
門
誌
な
諮
問
与
を
な
す
』
の
で
あ
る
。

そ
の
デ
ィ
メ
イ
ソ
の
一
部
が
お
札
』
『
さ
む
さ
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
、
そ
の
同
じ
ヴ
ィ
ル
に
関
す
る
「
ボ
ウ
ル

我
々
は
、

か
く
て
、

偶
々
ま
た
』
『
S

h

N

立
史
的
の
出
で
く
る
右
の
ス
ト
グ
タ
ン
の
如
き
場
合
か
ら
、

関
係
と
L
R
『
さ
ね
え
き
の
存
在
と
を
相
互
関
聯
に
お
い
て
み
る
こ
と
に
依
り
、
か
か
る

h
培
、
さ
需
主
的
は
、
も
と
も
と
農
民
保
有
地
公
提
言

ダ
ン
H

プ
ッ
グ
」

の
記
事
中
に
、

い
ま
h
N
R
H

」
マ
ミ
ミ
誌
の

的
問
さ
忘
る
に
於
て
慣
習
的
保
有
地
と
し
て
土
地
を
分
与
せ
ら
れ
て
い
た

s.NNお
お
ま
が
、
更
に
領
主
直
営
耕
地

Q
qミ
号
ミ
雪
肌
司
令
)
に

於
て
も
一
部
土
地
を
甘
円

B
o
E
Q
g
m目
。

E
)
せ
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
こ
こ
に
従
来
彼
の
行
い
来
れ
る
直
営
耕
地
に
於
け
る
「
過
賦
役
L

そ
免
除
せ
ら
れ
て
、
更
め
て
一
定
の
・
守
喝
さ
給
付
の
条
件
に
一
服
す
る
に
到
っ
た
、

言
わ
ば
一
般
に
三
口
包
ロ
と
か
の
片
岡

novo-色
町
円
と

の
中
間
的
存
在
を
表
わ
す
者
で
あ
る
こ
と
を
、

理
解
し
得
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
第
十
二
世
紀
と
云
、
フ
が
如
き
早
期
に
於
け
る
一
般
に
貨
幣
給
付
農
民

i
lポ
ス
タ
ン
の
い
わ
ゆ
る

.
5
z
dミ
i

A
U
)
 

山
口
側
伴
内
白
血

D
Z
.
2
.
E
g
a
d
a
E
m
芯
ロ
山
口
汁
?
に
於
け
る

.
5。ロ
a
H
O
E
-
ゆ
-
似
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
常
に
彼
等
の
以
前
に
負
え

も
と
よ
り
、句マ

S
Q
三
民
考



同
市
町
、
苦
ね
え
叫
考

る
目
白
ヴ
。
ロ
片
的
。

3
w
g
の
の
O
B
H
H
H
C
仲
間
片
山
。
ロ
の
結
果
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、

ヘ関
J

フ
が
箸
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
危
険
極
ま
り
な
い
こ
と
で
あ
る
。
北
貝
幣
地
代
が
抑
々
、
夙
に
「
征
蹴
」
以
前
ア
ン
グ
ロ
H

サ
グ
ソ
ン
時
代

既
に
七
十
年
前
に
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ

i
ド

し
た
る
ヲ・・
」ー

と
は、
弘ノ4、w〆

河
町守、
守喝・

守当主

E之、
や'.
ま
υ3 

Uコ
ャーさ

Qq 
~ 
守、司

令
、常

ミ
ミ、
町
、常

'" 。
;:s 
~ 
『

E立
:::= 
やQ

戸、

の
末
期
に
於
て
、
封
建
的
土
地
所
有
の
よ
っ
て
以
て
自
己
を
実
現
す
る
経
済
形
態
た
る
封
建
地
代
の
一
つ
と
し
て
、
労
働
地
代
と
共
に
存

に
拠
っ
て
も
瞭
か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
一
部
の
貨
幣
地
代

が
生
産
物
地
代
よ
り
転
化
し
来
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
上
来
我
々
の
見
た
所
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
七
人
れ
が
、

ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
フ

の
如
ぐ
、

「
時
代
後
れ
に
し
て
管
理
に
不
便
な
る
筆
耕
・
収
穫
の
労
務
、

又
は
同
様
に
融
通
の
利
か
ぬ
現
物
年
貢
の
如
き
を
徴
す
る
代
り

一
家
箸
な
ぺ
エ
ヂ
ェ
ン
ト
に
も
或
い
は
領
地
経
営
の
キ
ャ
ピ
タ
ル
に
も
ひ
と
し
〈
容
易
に
転
形
し
得
る
、

貨
幣
を
穫
ん
こ
と
を
望
ん

だ
」
聖
俗
の
領
主
層
、
並
び
に
従
来
の
「
徒
ら
に
時
間
と
精
力
の
濫
費
を
斎
ら
す
厄
介
千
万
な
慣
習
的
制
度
、
と
り
わ
け
そ
の
労
働
組
織

よ
り
解
放
さ
れ
ん
と
と
を
望
ん
だ
」
農
民
側
、
双
方
の
願
望
の
一
致
せ
る
所
に
起
因
し
た
と
す
る
に
せ
よ
、
或
レ
は
、
ヨ
ス
ミ
ン
ス
キ
イ

の
如
く
、
社
会
的
分
業
の
発
展
・
都
市
の
成
長
と
一
去
っ
た
客
観
酌
諸
条
件
の
下
に
、
此
の
第
十
二
世
紀
の
時
代
の
都
市
と
農
村
と
の
商
取

(
切
)

引
に
於
て
主
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
農
民
経
常
の
都
市
穀
物
市
場
と
の
恒
久
的
な
結
び
つ
き
の
端
緒
を
表
わ
す
も
の
と
解
す
る
に
せ
よ
、

は
た
ま
た
、
モ

l
リ
ス
H

ド
ブ
の
如
く
、
労
働
が
比
較
的
潤
沢
に
与
え
ら
れ
た
る
・
第
十
二
世
紀
と
云
う
如
き
早
期
の
時
代
に
於
て
、
専

ら
封
建
的
収
入
を
増
大
せ
ん
と
す
る
領
主
側
の
イ
ニ

V
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
、
賦
役
の
は
接
的
な
増
徴
に
代
る
も
の
と
し
て
、
・
生
起
し
た

(
貯
)

と
す
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
兎
に
角

Zσ
。
ロ
門
田
巾
コ

-Fng
の

8
5
5
E巳
宮
口
の
結
果
と
し
て
の

g
oロ
a
5
E
は
、
や
は
り
、

飽
く
ま
で
第
十
二
世
紀
の
少
く
と
も
農
民
的

h
『
ミ
ミ
た
の
最
も
根
本
的
な
存
在
規
定
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、

斯
か
る
」
マ
ミ
警
と
が
斯
く
も
早
期
に
現
わ
れ
た
る
と
と
は
、
飽
く
ま
で
、
「
ノ
ル
マ
ン
征
服
」
以
後
の
政
治
史
的
諸
事
象
(
(
「
集
権
的
」

封
建
制
度
の
展
開
、
王
権
の
強
大
化
、

的
2
g
m
m
の
発
展
、

等
々
)
了
と
相
侠
っ
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が

そ
の
封
建
制
の
成
立
に
至
る



、
、
、

迄
に
大
陸
フ
ラ
ン
グ
に
比
し
殆
ど
二
世
紀
ち
か
く
お
く
れ
を
と
り
た
る
に
も
拘
ら
ず
、
以
後
そ
の
発
展
に
於
て
、
ヴ
ィ
ノ
グ
ラ
ー
ド
ブ

φ

(
関
)

一
マ
一
円
に
低
え
ば
ユ
世
紀
は
お
ろ
か
一
一
陛
紀
も
、
仙
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
先
ん
じ
た
」
と
云
う
、
イ
ギ
リ
ス
中
世
封
建
的
土
地
所
有
の

異
常
に
早
熟
的
な
発
展
を
根
祇
的
に
表
示
す
る
も
の
、

L
」
二
一
日
い
得
る
の
で
あ
る
。

(
必
〕
閃
0
5
0
口
出
。
O
F円

(U-
∞.、当)・

2u・印品∞

Q
N
申
)
岨
日
晶
司
(
印
ω
3
・
印
さ

(
ω
ω
3
・
印
吋
H
Q
U
O
)
・
印
∞
C
Q
ω
0
・日∞
H(ωω
叶)・

印∞同

(ωω
∞)・日∞品

(
2
3
.

〈
必
)
藤
田
・
前
掲
論
女
、
一
一
(
四
八
七

)
l
一
一
一
(
四
八
八
)
頁
、
表
な
ら
び
に
記
述
参
一
掃
・

(
必
)
同
上
、
一
八
(
円
九
四
)
頁
、
表
な
ら
び
に
記
述
参
照
。

(必
)
H
W
0
5
0同
国
O
O
W
〈

U
・
回

-
-
H
5
・

P
問
自
由

(ωNο
・

(
必
)
前
節
末
尾
一

O
四
!
五
頁
参
照
。

(
U
)

前
節
、
第
一
・
二
表
品
世
話
相
。
な
お
、
む
丸
、
『
道
ミ
誌
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
デ
ィ
メ
イ
シ
が
も
と
も
と
ス
ト
ク
タ
シ
村
の
デ
ィ
j

イ
シ
の
一
部

に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
デ
ィ
メ
イ
γ
の
「
貸
付
」
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
、
一
見
来
ハ
ー
ト
パ

l

y
村
に
関
す
る
「
ボ
ク
ル
ダ
y
u

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

プ
ヅ
ク
」
の
記
述
部
分
を
は
な
れ
て
、
本
来
の
ス
ト
ク
タ
ン
村
に
関
す
る
此
の
女
宣
口
の
記
述
筒
一
所
全
体
を
通
読
す
る
と
き
、
僚
ら
か
で
ゐ
る
。

(
必
)
一

O
入
頁
参
照
。

(
州
制
)
出
C
E
Dロ
ロ
c
o
w
(阿)・ロ

--H司)・日
y

叩∞
C
Q
u
d
・

(開
V

H
凶D
E
oロ
切
0
0宵

(
0・
切
S
H
3
W
H
ν
・問、口

(ωhWC)
・

(
日
)
金
壱
7
1
ク
は
、
へ

y
p
二
世
時
代
の
前
記

E
U白
河
O
Z
閣
に
於
て
は
六
時
間
に
等
置
せ
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

出
向
込
回
目
同
品
・
同
d
b
m
w
b
。
S
E
a
a
H
H
詰向
E
E
H
(円、。ロ
ι
o
p
5
8・
N
ロ
品
。
仏
ロ

-wSMew
同Y
N

品・

〈
臼
)
同
V
D
2出

P
門、
r
h
w
h
h
w
柏、。言
Mh
。h
}
、。し司

h
白
~vnw
宮
、
句
、
培
、
ミ
2
w
h
r
唱

-HUWal-∞
・
魚
川
町
、
向
的
hw
一同選-

h

日
)
ぐ
E-cm吋
即
応

C
同
・
て
と
h
a
r
s
h
叫
向
ご
柏
町
昌
h
h
ぬ
誌
、
・
官
官
-

H

∞叶内・

〈
日
)
前
掲
拙
着
、
第
四
時
間
「
同

2
2
E仏
E
2
2ロ
間
三
国

E
B
M
V
O
H
2
5
2
g
w
雑
考
」
参
照
・

(
閃
)
の
同
・
〈
山
口
白
関
口
丈
凶
O
同
・
。
、
・
町
民
同
-
-
M
Y
]
{
∞H
・

匂
令
書
巴
喝
、
三
考

印∞
N

〔

ωω
∞)・

。
時
・
〉
門
目
。

s
v
g

一一士宮
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